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学校法人 安達学園



 

 

１. 法人の概要 

 

１－１. 法人名・設置する各学校名及び所在地 

 

学校法人名 学校法人 安達学園 

理事長名 長野 正 

法人設立認可年月日 昭和 37 年 12 月 28 日 

郵便番号 509-6192 

所在地 岐阜県瑞浪市土岐町 2216 

電話番号 0572-68-1010 

 

 

設置学校名 学（校・園）長名 郵便番号 学校所在地 電話番号 

中京学院大学 長野 正 
509-9195 

509-6192 

岐阜県中津川市千旦林 1-104 

岐阜県瑞浪市土岐町 2216 

0573-66-3121 

0572-68-4555 

中京学院大学 

短期大学部 
長野 正 509-6192 岐阜県瑞浪市土岐町 2216 0572-68-4555 

中京学院大学附属 

中京高等学校 
和田 尚 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町 7074-1 0572-68-4501 

中京幼稚園 矢田 幸子 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町 2197-1 0572-68-4425 

 



 

 

１－２. 建学の精神及び学園のミッションとビジョン 

 

 （1）.建学の精神 

     学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ 

 

 （2）.学訓 

     真剣味  真善美 

 

 （3）.学園の使命（ミッション） 

    いかなる時代にも果敢に挑戦する人材の育成 

     ＝実社会へ「真の実践力」をもった人材の輩出＝ 

       真の実践力とは 

         ・普遍的価値の追求 

         ・礼節の追求 

         ・個性の追求 

         ・経験値の追求 

         ・当事者意識の追求 

 

 （4）.学園のビジョン 

    東濃にそびえる「小さな巨塔」の実現 

     小さな巨塔の実現とは 

      ・小さくても、質の高い活動内容と成果に裏打ちされた存在感 

      ・小さくても、他にはない学校法人ビジネスモデル 

      ・小さくても、熱い情熱と高いスキルに裏打ちされた教職員スタッフ 

 

 （5）.学園の運営方針 

    ・実学性の追求 

    ・時代性の追求 

    ・信頼関係の追求 

    ・プロ精神の追求 

    ・生涯教育の追求 



 

 

１－３. 学校法人の沿革 

 

昭和 37 年 12 月 28 日 学校法人安達学園の設立認可 

昭和 38 年 4 月 1 日 中京高等学校開校 

昭和 41 年 4 月 1 日 中京短期大学 家政科・保育科開学 

昭和 42 年 4 月 1 日 中京幼稚園開園 

 中京短期大学の家政科を家政専攻と食物栄養専攻に分離 

 中京アカデミー開校 

昭和 42 年 6 月 17 日 中京高等学校を中京商業高等学校に校名変更 

昭和 43 年 4 月 1 日 中京商業高等学校に全日制課程体育科増設 

昭和 45 年 4 月 1 日 中京短期大学 別科調理専修設置 

昭和 49 年 4 月 1 日 中京短期大学保育科を中津川市千旦林 1-104 に移転 

昭和 61 年 4 月 1 日 中京短期大学に経営学科を増設 

平成元年 4 月 1 日 中京短期大学家政科を生活学科、家政専攻を生活文化専攻に名称変更 

平成 2 年 4 月 1 日 中京短期大学保育科を瑞浪校地へ、経営学科を中津川校地へ移転 

平成 5 年 4 月 1 日 中京学院大学開学 

平成 6 年 3 月 31 日 中京短期大学 経営学科廃止 

平成 9 年 4 月 1 日 中京学院大学 編入学定員設置 

平成 12 年 11 月 21 日 中京商業高等学校を中京高等学校に校名変更 

平成 17 年 3 月 31 日 法人所在地を瑞浪市より中津川市に移転 

平成 17 年 4 月 1 日 中京学院大学 別科日本語専修課程開設 

平成 19 年 4 月 1 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科開設 

 中京短期大学 生活学科、生活文化専攻の募集停止 

平成 20 年 4 月 1 日 中京短期大学 生活学科を健康栄養学科に名称変更 

平成 21 年 4 月 1 日 中京学院大学 別科日本語専修課程の定員増 

平成 22 年 3 月 31 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科の募集停止 

平成 22 年 3 月 31 日 中京短期大学 別科調理専修募集停止 

平成 22 年 4 月 1 日 中京学院大学 看護学部看護学科を瑞浪キャンパスに開設 

 中京短期大学を中京学院大学中京短期大学部に名称変更 

 
中京学院大学中京短期大学部 健康栄養学科、保育科、別科調理専修

の定員減 

平成 22 年 7 月 6 日 法人所在地を中津川市より瑞浪市に移転 

平成 23 年 3 月 31 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科廃止 

 中京学院大学中京短期大学部 別科調理専修廃止 

 中京高等学校 全日制課程体育科廃止 

平成 24 年 4 月 1 日 中京高等学校 通信制課程（広域）普通科を開設 

平成 29 年 4 月 1 日 中京学院大学中京短期大学部を中京学院大学短期大学部に名称変更 

平成 29 年 4 月 1 日 中京高等学校を中京学院大学附属中京高等学校に名称変更 

令和元年 9 月 6 日 学校法人中京学院（設立準備室）設置認可 

令和元年 9 月 20 日 学校法人中京学院 法人設立登記 

  

令和 2 年 4 月 1 日 中京学院大学附属中京高等学校を中京高等学校に名称変更 

 学校法人安達学園（中京高等学校）法人分離 

 学校法人中京学院開設（中京学院大学・同短期大学部・中京幼稚園） 

 



 

 

１－４. 設置する学校・学部・学科等 

 

設置学校名 学部・課程名 学科 開設年度 

中京学院大学 

経営学部 経営学科 平成 5年度 

看護学部 看護学科 平成 22 年度 

 別科日本語専修課程 平成 17 年度 

中京学院大学 

短期大学部 
 

健康栄養学科 昭和 41 年度 

保育科 昭和 41 年度 

中京学院大学附属 

中京高等学校 

全日制課程 
普通科 昭和 38 年度 

商業科 昭和 38 年度 

通信制課程 （広域）普通科 平成 24 年度 

中京幼稚園   昭和 42 年度 

 

 

１－５. 当該学校・学部・学科等の入学定員、入学者数、学生数の状況 

（2019 年 5月 1日現在） 

設置学校名 学部・課程名 学科 入学定員 入学者数 収容定員 現員 

中京学院大学 

経営学部 
経営学科 

編入学（3 年） 

150 

20 

159 

5 
640 567 

看護学部 看護学科 80 93 320 300 

 別科日本語専修課程 60 - 60 - 

中京学院大学 

短期大学部 
 

健康栄養学科 70 68 140 135 

保育科 100 79 200 156 

中京学院大学附属 

中京高等学校 

全日制課程 
普通科 

 444 1,485 1,382 
商業科 

通信制課程 （広域）普通科 - 98 1,000 310 

中京幼稚園   70 40 240 114 

 



 

 

教職員                                        （2019 年 5月 1 日現在） 

区分 法人本部 中京学院大学 
中京学院大学 

短期大学部 

中京学院大学附属 

中京高等学校 
中京幼稚園 合計 

専任教員 0 53 23 74 11 161 

非常勤教員 0 36 16 7 1 60 

専任職員 5 26 9 14 0 54 

非常勤職員 1 9 7 13 5 35 

合計 6 124 55 108 17 310 

 

 

大学専任教員数 

職名 
中京学院大学 中京学院大学短期大学部 

経営学部 看護学部 合計 健康栄養学科 保育科 合計 

教授 10 11 21 4 3 7 

准教授 4 8 12 3 2 5 

専任講師 3 7 10 1 6 7 

助教 0 5 5 2 0 2 

助手 0 5 5 2 0 2 

合計 17 36 53 12 11 23 

 



 

 

１－６. 役員・教職員の概要 

 

理事・監事                                       （2020 年 3 月末現在） 
理事・監事 
の区分 

（担当職務） 
氏名 

常勤・非常勤 
の区分 

主たる職業 
選任区分等 

項又は号 選任区分 

理事 

理事長 

（法令） 

長野 正 常勤 
学校法人安達学園理事長 

中京学院大学学長兼短期大学部学長 
1 号 学長 

理事 

（就職・ 

入試広報） 

和田 尚 常勤 中京学院大学附属中京高等学校校長 1 号 校長 

理事 

(教学) 
林 勇人 常勤 中京学院大学短期大学部学部長 2 号 評議員 

理事 

（就職） 
小栗 榮輝 非常勤 株式会社日吉ハイランド代表取締役社長 2 号 評議員 

理事 

（法令） 
梅村 忠直  非常勤 梅村法律事務所所長・弁護士 3 号 学識経験者 

理事 

（財務） 
髙嶋 芳男 非常勤 株式会社髙嶋砿業社取締役 3 号 学識経験者 

理事 

(財務) 
高橋 正能 常勤 学校法人安達学園本部長 4 号 法人職員 

理事 

（人事労務） 
安達 弘城 常勤 

学校法人安達学園学園長 

中京学院大学経営学部教授 
4 号 法人職員 

理事 

（入試広報） 
渡邉   眞 非常勤 元株式会社エスアンドエス代表取締役会長 5 号 その他 

監事 加藤   真 非常勤 公認会計士加藤真事務所所長 12 条 
評議員会承認 

理事長選任 

監事 酒井 良郎 非常勤 マルエス産業株式会社 12 条 
評議員会承認 

理事長選任 

 



 

 

評議員                                   （2020 年 3 月末現在） 

  

氏名 主たる職業 
選任区分 

備考 
項又は号 選任区分 

田中 信博 中京学院大学附属中京高等学校事務長 1 号 法人職員  

紺野  大 中京学院大学経営学部学部長 1 号 法人職員  

和田  尚 中京学院大学附属中京高等学校校長 1 号 法人職員 兼理事 

長野  正 
学校法人安達学園理事長 

中京学院大学学長兼短期大学部学長 
1 号 法人職員 兼理事 

水野  正 中京学院大学事務局長 1 号 法人職員  

酒井 輝夫 東濃設備工業株式会社代表取締役 2 号 卒業者  

小栗久美子 レストランクレイ取締役 2 号 卒業者  

髙嶋 芳男 株式会社髙嶋砿業社取締役 3 号 理事互選 兼理事 

梅村 忠直 梅村法律事務所所長・弁護士 3 号 理事互選 兼理事 

安達 弘城 
学校法人安達学園学園長 

中京学院大学経営学部教授 
4 号 功労者 兼理事 

安達 慶真 中京学院大学附属中京高等学校通信制課程教務部長 4 号 功労者  

小栗 榮輝 株式会社日吉ハイランド代表取締役社長 4 号 功労者 兼理事 

松下 邦夫 無職 4 号 功労者  

古屋 圭司 衆議院議員 4 号 功労者  

高橋 正能 学校法人安達学園本部長 5 号 保護者 兼理事 

林  勇人 中京学院大学短期大学部学部長 5 号 保護者 兼理事 

青山 節児 中津川市長 6 号 学識経験者  

渡邉  眞 元株式会社エスアンドエス代表取締役会長 6 号 学識経験者 兼理事 

水野 光二 瑞浪市長 6 号 学識経験者  



 

 

２．事業の概要（当該年度の事業の概要・計画・進捗状況） 

 

 

学校教育は質の時代となり、私立学校は経営における安定性・継続性に加えて、機動性・戦

略性の両立が迫られており、学校法人経営の新たな方向を見出す必要性が生じてきた。 

特に、学齢人口が減少する中での機動性・戦略性の観点からは、これまでの経営と教学の分

離を見直し、教学と経営がいかに統合し融合していくかが課題となってきた。 

学校法人安達学園においても、設置する中京学院大学と同短期大学部及び同附属中京高等学

校は、これまで様々な場面において併設校として互いに協力し合いながら運営してきたが、各

学校において抱える学校運営に係る課題は一様ではなくなり、多様化への対応も併せた質の確

保と向上を目指した改革推進の方向性は異なるものとなりつつある。 

特に、大学及び同短期大学部と高等学校とでは、時代の変化に伴い、地域における存在の意

義や果たす役割が変化してきており、地域事情を踏まえた改革と運営の必要性が生じてきた。 

これまでの法人運営では、大学及び同短期大学部と高等学校の両者のメリットに配慮した意

思決定を行わざるを得ないケースが多く、有効的かつ実質的な改革の推進が困難を極めてきた。 

このことから、今後は、性質の異なる各学校の事情に捕らわれず、学校ごとに現状を踏まえ

た最も有効的な改革の円滑な推進が可能となるよう、学校法人安達学園は法人を分離すること

とした。今年度の事業は概ねこの法人分離の申請手続きと分離に向けての諸準備を中心に進捗

した。 

法人を分離することで、学校ごとの目的や事情に特化した教学のマネジメントを含めて行う

ための組織の構築、先に述べた教学と経営の融合が可能になると考えている。また、法人を分

離することで、財務諸表を通じた責任の所在が明確になるとともに、キャッシュ・フローにお

いても分離後、各校に強い生存意識が働くことが期待される。さらに、各校の責任者への意思

決定権の移譲によるスピード感のある改革や運営が可能となり、教職員にも経営者の視点が求

められるようになることから、人材の成長にもつなげたい。 

 

  

 

  （学園・本部） 

 

1． 将来展望を図るための財務分析と抜本的改革検討 

2． 一元化の見直しと改善 

3． 収支状況の確認と改善 

4． 管理運営能力の向上と業務の効率化 

5． 職能資格制度の見直しと改善 

6． 情報ネットワークの高機能化 

 本年度の事業計画としては、上記の 1～6 項目であったが、事業計画作成後に「2020

年 4 月を目標に法人分離を進める」という大きな決定がなされ、上記本部事業計画を全

て取りやめ、法人分離に向けた事業をおこなう事とした。 

 

 （進捗状況） 

  2019 年 5 月 29 日：文部科学省面接審査 

   

2019 年 9 月  6 日：学校法人中京学院（設立準備室）設置認可 

 

  2019 年 9 月 20 日：学校法人中京学院 法人設立登記 

 

  2020 年 4 月  1 日：学校法人中京学院開設（大学・短期大学部・幼稚園） 

          学校法人安達学園（高校） 

   

  



 

 

（中京学院大学看護学部） 

令和元年度事業計画 

１．３つの方針（DP/CP/AP）を基軸とした教育の定着 

２．学士力向上（学修ベンチマーク導入） 

３．域学連携教育の初年次教育の推進 

４．研究力の向上（外部資金獲得アップとと研究推進） 

５．高大接続（健康医療クラス）の推進と強化 

1． ３つの方針（DP/CP/AP）を基軸とした教育の定着 

看護学部では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ

ョン・ポリシーの 3 つの方針に基づき、教育課程レベル・科目レベル・学生個人

レベルの 3 つの段階で学修成果を可視化し、査定する方法を定めています。その

中で、30 年度は教育課程レベルで看護学部が掲げる DP の学修到達目標が達成さ

れているか、達成されるカリキュラム編成になっているか等について、FD 委員会

が中心となり、アセスメント方法を検討した。 

2． 学士力向上（学修ベンチマーク導入） 

学修ベンチマークを導入し、教育課程レベル、科目レベル、個人レベルで評価

する。 

学部レベルでは、学部が掲げるディプロマ・ポリシーの学修到達目標が達成され

ているか。また、達成されるカリキュラム編成になっているかを下記の方法でア

セスメントし、以下の６項目で評価した。①学修ベンチマークの集計 ②基礎医

学系学力テスト、③単位取得状況(GPA)、④国家試験模擬試験結果の集計、⑤国

家試験合格状況の集計(免許取得率)、⑥進路状況(就職率・進学率)。また、国家試

験模擬試験の成績評価教育内容の強化を行い、看護学ゼミと卒業研究を連動させ、

2 年間で卒業研究の効率的指導を図るように変更した。並びに看護学ゼミ(3 年前

期)を通年に変更し、学生指導の強化を図った。キャリア・進路委員を中心に、特

に統合ゼミおよび模擬試験結果が不良の領域による補充授業を強化した。 

3． 域学連携教育の初年次教育の推進 

 域学連携教育では、本年度から地域貢献科目（選択）をカリキュラムに導入し、

初年次教育からの推進を図った。 

4． 研究力の向上（外部資金獲得アップと研究推進） 

外部資金獲得として、科研費申請を強化し、申請率（62％）が上昇した。令和

元年度 4 月の科研費獲得者は前年と比較し、増加した。次年度以降はさらなる高

い申請率をと獲得率を目指す。研究推進の一環として、 

(1)夏季研修の報告書の義務化：昨年同様、教員に保障されている夏季研修期間に

おける研修（研究）内容について、報告書の提出を義務付けた。 

(2)研究報告会の実施：2 月末に教員全員を対象に、令和元年度実施した研究につ

いての報告会を実施した。 

5． 高大接続（健康医療クラス）の推進と強化 

 中京学院大学附属中京高校との医療健康クラスの継続的推進を図った。また、

次年度から中津高校（県立）で「看護学入門」科目を導入し、高校との接続教育

のさらなる強化を図った。今後も学生募集や東濃地区での地域貢献の観点からも

進めていく方針である。 

 

  



 

 

（中京学院大学経営学部） 

1． 3 つの方針のアセスメントポリシーに基づく評価と改善の実施 

アセスメントポリシーに基づき、３つのポリシーの評価を行った。資格取得や

GPA について改善策を検討し実施することができた。今年度の評価においてアセ

スメントポリシーと３つのポリシーとの間に評価に結び付けることが難しい項目

があり、本年度はその見直しも検討した。 

2． 学部教育の一層の充実を目指した新カリキュラムの検討 

初年次教育、留学生対応、専門教育とキャリア教育との連携強化について検討し、

それぞれ改善を図った。本年度は個々の分野での取り組みを先行させ、新カリキュ

ラムに向けての準備ができたと考える。本年度開戦した方向性を新カリキュラムに

おいて学部教育として一貫したカリキュラムを来年度検討する。 

3． 教育力向上のための FD 活動の実施 

ラーニングポートフォリオの研修など計６回の学部 FD 研修を実施し、授業の標

準化に向けて例年以上に取り組んだ。自分の講義形式において講義目的や学生の達

成目標にあった方法で実施しているのかを再確認し、授業設計を見直す機会になっ

た。また前年度から継続している授業の成績評価の標準化に向けては授業評価アン

ケートだけでなく、科目ごとの平均 GPA を教員にフィードバックし、ばらつきの

大きい科目に対しては授業方法の検討や評価方法の改善などを促すことにし、FD

研修会を実施した 

4． 研究活動の向上 

全教員に対して地域と連携した活動を促す「一教員一地域研究」の取り組みが新

法人となる来年度から実施されることを教員に周知し、準備を促した。また研究推

進委員会を中心に科研費申請の研修会等を開催し、科研費獲得に向けて組織的に取

り組むことができた。その結果本学部教員の研究１件が採択された。 

5． UNIVAS の加入に向けたクラブ活動や地域連携活動の管理・運営体制強化 

UNIVAS が発足し、初年度に実施された競技横断のポイント「UNIVAS CUP」

において２２２加盟大学中４６位中部地区６位の成績を収めた。経営学部の強化ク

ラブの８団体すべてが全国大会に出場することができた初めての年度となった。ま

た年度末に募集された「UNIVAS AWARD」において「成績管理・対策に関する優

秀取組賞（団体）」（優秀賞：全国４大学のうちの 1 校）に本校の取り組みが、また

「コーチ・オブ・ザ・イヤー」（優秀賞：全国 5 人のうち 1 人）に軟式野球部監督

髙栁氏が受賞した。在学時のスポーツと学業成績を評価し 4 年次学生を表彰する

「パーソン・オブ・ザ・イヤー、ウーマン・オブ・ザ・イヤー」には軟式野球部の

浦田君、女子空手道部の小泉さんがそれぞれ入賞した。本学の建学の精神「学術と

スポーツの殿堂たれ」を実践してきた取り組みが様々な形で評価された。 

その一方で管理・運営体制については貧弱で組織的な取り組みになっていないた

め継続的な意思決定や取り組みになっていない。今後の課題である。 

6． 中京高校及び地元高校との高大連携の強化 

昨年と同様、中京高校及び地元高校との高大連携を引き続き強化した。中京高校

との連携では、プログレスコースでは経営学を学ぶアクティブラーニング型講義、

商業コースでは P 検取得講座を実施した。また中京高校生を対象にした体験授業や

オープンキャンパスを実施した。地元高校との連携では、中津高校を中心とした生

徒に高大連携授業の提供を本年度も実施し、経営学と中国語の講座を開設し実施し

た。参加した約 40 名の生徒は学んだ内容をフィールドワークや地元のお祭りでの

出店など実践を含んだ内容の講義を受講し、大変満足度の高い取組となった。また

本年度もこの講義の受講した学生が本学をセンター試験利用入試で受験し入学ま

で結びついた。 

7． 高等教育無償化に向けた対応を含む中長期的な教員構成の展望に基づく教員構成

の再整備 

本学に勤めていただいた特任教授１名が本年度で定年となる。高等教育無料化へ

の対応として実務家教員として 1 名特任教授として採用することができた。また留



 

 

学生の日本語教育、日本人に対する日本語表現を担当する教員を非常勤として採用

した。この 1 年の取り組み等を観察し、専任教員としての採用を検討したい。専任

教員の不足し学務の負担が一部の教員に偏っている現状は継続している。全体とし

ての人件費が上がらないよう若手の教員の教員を採用していきたいと考えている。 

 

  



 

 

（中京学院大学短期大学部） 

1． 3 つの方針の再構築（DP/AP/CP） 

3 つの方針が新たに策定され 2 年目。建学の精神を具現化する「真剣味サイ

クル」や育むべき「4 つの力 11 の要素」を学内に周知し、その育成が着実に進

んでいる。全学シラバスを統一して、「4 つの力 11 の要素」を問題発見力、課

題解決力・実践力・コミュニケーション力・地域に貢献する力として整理して

明記した。これによって CP/DP とのつながりが明確になり、有意義な教育課程

が展開された。 

2． 学士力の向上（学習ベンチマーク・アセスメントポリシーに基づいた分析） 

学士力を具体的に表す「4 つの力と 11 の要素」をガイダンスごとに学習ベン

チマークシートを用い、学生の自己評価を実施して意識向上と振り返りを行っ

た。また FD 評価委員会が中心となりアセスメントポリシーが確立された。機

関レベルは学部長、課程レベルは学科長がそれぞれアセスメントシートによっ

て分析、振り返りを行い、課題から改善へとつなげることができた。 

3. コミュニケーション力 3 項目の向上（教職協働の教育方法確立） 

コミュニケーション力の中でも規律性・表現力・傾聴力の 3 項目に重点を置

き、教員と職員が協働して学生指導にあたることを進めてきた。3 項目の中で

も特に「挨拶・時間管理力・傾聴力」を具体的な重要項目に指定し、学生ハン

ドブックに「3 つの習慣 3 つの段階」として表し、教職協働で常に指導にあた

った。 

CUC（コミュニケーション力向上キャンペーン）を学生 FD 中心に計画的に

行い、学生、教職員の意識が向上した。 

4． 教就業力向上を目指した実習指導強化（実習報告会の充実） 

保育科・健康栄養学科共に 9 月末に 1.2 年合同の実習報告会が開催されるよ

うになり 2 年目を迎えた。下級生は上級生の報告を聞いて学び、2 年次実習へ

の具体的な目標を持ち、上級生はプレゼンテーションを通じて表現力の伸長や

実習課題を明確にすることができた。また実習施設、就職先企業等の外部関係

者から客観的な評価を頂き、課題が明確化され有意義な報告会となった。 

5． 高大連携教育研究会活動実施（アクティブラーニング推進） 

高大接続教育研究会主催の研修会（アクティブラーニング実践を中心とした

年間 6 回）を、中京高校の 24 名の教員対象に行った。講師は全て各学部の大

学教員が担当制で行い、教えることによる学びと共に、高校の教育現場の現状

を様々な観点から把握することができた。今後円滑な高大接続教育の参考とし

たい。 

6． 教育力向上の為の FD 活動強化 

9 月・10 月ＦＤ研修会を企画した。9 月は「学生の意欲と主体性を引き出す

授業のあり方」をテーマに、ブレインストーミング、KJ 法の展開を中心に学生

と教職員の様々な情報交換が行われた。これによって学生の声を聞き、改善に

つなげることができた。10 月はグループワークの評価方法をテーマに、ルーブ

リックを活用して、グループワークを評価した。様々な評価の課題が出され、

この意見を参考にルーブリックが改善された。 

7． 地域連携行事の確立、地域社会との協働（発表会の定着） 

保育科、健康栄養学科がそれぞれの特色を生かした短大発表会に改めて、3

年目となった。保育科は文化センターのステージを中心にした発表やワークシ

ョップを行い、地域参加者は昨年度同様、約 250 名であった。健康栄養学科は

学内でゼミの研究テーマに沿ったプレゼンテーション、ランチョウンセミナー、

ポスターセッションを行い、手作り料理で招待客をもてなした。参加者は 84

名で過去最高であった。 

8． 共同研究の推進及び教員の研究力向上 

本年度は 3 月のみ研究紀要の発行であった。共同研究の推進については、有

意義な取り組みがなされなかった。来年度からは「1 教員 1 地域研究」が推奨



 

 

されることが決まった。個人、共同に関わらず地域にテーマを絞って研究活動

を推進したい。 

9． 高大接続の強化（医療健康クラスの確立） 

高大連携、医療健康クラスが令和 2 年度 4 月から開始されることが決定して

いる中、クラス希望者のガイダンスや動機付けの機会として、夏祭りへのボラ

ンティア参加や発表会の見学等を実施した。これによって希望者の疑問点や不

安を解消するとともにクラスへの興味関心を深めることができた。 

10． 定員確保に向けた広報活動（教職協働）の見直し 

教職協働の広報活動は職員の教育内容に対する理解、教員の募集活動に対す

る理解等の乖離があり、多くの課題を残した。入学定員確保のためにオープン

キャンパス等における丁寧な対応、また学科会が主となり、参加者が学びの魅

力を感じる実習、講義等を実施してきた。健康栄養学科のオープンキャンパス

参加者は 20％以上増加して一定の成果を上げたが保育科は減少の一途をたど

り、定員確保に対しては、健康栄養学科は達成、保育科は未達成である。 

 

 

  



 

 

（中京高等学校） 

 

【 教 学 的 側 面 】 

１．教務面 

1—1 新指導要領に合わせた教育課程編成に入り、教員の意識向上を図る 

 現行教育課程については、家庭科の１，２年次履修という制約が加わったため、

国際コースにて変更を行うとともに、2022 年度教育課程の原案を作成完了。令和

２年度中に、この案についてのコース、教科から意見を集約し、2022 年度教育課

程を決定する方向へと予定通り進むことができた。 

 よりコースやクラスの特性を前面に打ち出すべく、適切な教育課程を考えてい

きたい。 

1—2 新授業形態の研究・実践を通じて、時代に即応した授業の推進を目指す 

 アクティブラーニングプロジェクト(以下 ALPJ)を発足し、新授業形態について

研究・実践を行った。ALPJ メンバーは担当授業においてアクティブラーニングの

実践を行い、外部研修会にも積極的に参加し、情報・技術の蓄積を行った。その

影響でアクティブラーニング形式の授業を研究授業とする教科が数教科出てきた

ことは、必要性に応じてとは言うものの、大きな進歩であったと考える。ゆっく

りではあるが、アクティブラーニング化に歩を進めている状況である。次年度は、

ワイードが導入されることもあり、ALPJ において、ICT 活用についても研究を行

うとともに、実践例の発表を行う予定である。 

 現状は、授業動画配信に特化した特別チームを編成し、生徒の家庭学習を補助

する教材の作成・配信について注力している状況である。この取り組みが、今後

の ICT 教育への足掛かりとなる可能性に期待したい。機材や機械・環境の整備の

充実という土台はあるものの、まずは、現状の設備の中でどれだけの者が生まれ、

進められるか、多くの実践例の研究と独自の開発を必要とする。先進教員を作り

上げ、全員が追随できる環境整備も必要となってくる。 

1—3 高大接続教育研究会の浸透を通じて、高校教育の今後についての理解 

 若手教員を中心に、研修会・実践を繰り返しアクティブラーニングへの理解を

深めた。普段の授業形態を変化させるきっかけとなっているようである。大学と

連携して行ってはいるが、現状はまだまだ等教育への理解にはつながらなかった。 

 医療健康クラス発足に向け、大学関係教員と会議を定期的に実施し、次年度の

発足に向けた準備を行った。学園分離による調整が必要ではあるが、生徒が、高

等教育に触れることで、かけがえのない経験と知識を身に着けられるよう、カリ

キュラム、授業内容について恒久的に検討を重ねていきたい。医療健康クラス元

年たる来年度、開始して初めて見つかってくるであろう諸課題を、一つ一つ丁寧

に解決していきたい。 

２：生活指導面 

2—1 生徒が前面に出る活動を通じたモラル向上と予防的生活指導体制を構築、そして

より効果的な段階的指導体制の充実 

生徒指導部が掲げる生活指導上の月目標を、生徒会長や各委員会の委員長から

月ごとに放送を通じて呼びかけてもらい、生徒の自発性と浸透力向上が図られた。   

また、生徒の善行活動に対し積極的に学校全体の集会で表彰・紹介してもらう

など、他者への敬意や尊重といった心豊かな人間形成に努めることができた。そ

の結果、前年度に比べると、苦情対応の件数が減り、外部での行動面において、

規範意識が高まってきている効果があると感じている。今後は、この継続ととも

に、全生徒が自分自身のこととして捉え実践しようとする意識を望む。 

2—2 学年・コース単位での、授業規律・生活姿勢の見直しや向上 

教務部と連携して生徒・教員に対する授業規律の見直しや情報共有を実施でき

た。生活姿勢と学習姿勢は表裏一体のところがあり、昨年度以上に個人・集団に

対する早期指導が出来たと思う。今後も、部署を超えた連携により、高校生活そ

のものの『Chukyo Style』が確立され定着出来たらと考える。 



 

 

2—3 教育相談との機能的な連携を通じた内面指導と個に応じた指導の深化 

不登校生徒の状況把握を月単位で実施。担任からの報告内容をより具体的にし

てもらい、本人および保護者との連絡を取り合う機会、情報共有を進めた。特別

支援が必要な生徒の情報公開や共有にはまだまだ一考が必要で、生徒間トラブル

が起きてからの対応が多く、支援を要する生徒の理解と実践が今後の課題である。 

３：進路指導面 

3—1 中京学院大学への認識をより早くそしてより深く定着させ、20％進学を目標 

今年度も中京学院大学入試広報部と本校内部進学課が連携し多くの内部進学に

つながる行事を取り入れた結果、多くの生徒を中京学院大学へ進路確定すること

ができた。看護学部は人気が維持している関係から目標数以上が進学を決定した

が、経営学部、保育、健康栄養学科などの不人気は今後の課題である。『地元の大

学』としての長所を理解させることも必要だと思われる。また 2020 年度より法人

分離をするものの、カリキュラムやクラスとしての連携性は存在するので、その

利点を生かした進路指導も継続して進めたい。 

3—2 新学力診断テストの有意義な活用を通じ、生徒の進路意識向上と、教師の的確な

進路指導力向上を図る 

令和元年度、先行して体育クラス・普通コースにベネッセの実力診断テストを

導入した。このテストは事前課題を学習した上で臨む模擬試験であり、進路希望

大学や短大、専門学校、就職に対する判定と基礎力診断テストからの伸びなども

示されており、進路指導の資料として有効的に活用することができた。今後は他

のコースにも拡大し、担任としてのより効果的な進路指導に結び付けていきたい。 

４：部活動面 

4—1 校技硬式野球部の甲子園大会出場と実力安定化ならびに野球応援体制の充実 

硬式野球部の夏の大会は大成功であった。県大会準決勝まではすべてコールド

ゲームで勝ち抜き、決勝戦から甲子園準々決勝まで何れも終盤での見事な逆転勝

ち。まさに圧巻であった。しかも、優勝候補とされる東海大相模、作新学院を破

っての創部初のベスト４。準決勝で敗れはしたが、グランド、スタンド、さらに

地域を巻き込んでの一体感はまさに創立者、安達壽雄先生の思いを実現し、校技

たる地位を再確認させてくれるに至ったばかりか、近い将来、悲願の全国優勝を

確かに予見させてくれるものを感じた。 

  課題は甲子園で勝ち進んだ時の次の新チーム。練習は積んでいたが、経験の少

なさが県大会２戦目での敗因と思われる。昨年、一昨年と２年続けて東海大会へ

進み、春の選抜までもう一歩というところまできていたのでやや拍子抜けという

思いが残ったが、そのあたりはスタッフも充分心得ており、今後さらに充実させ

てくれるだろう。 

 県大会準決勝での全校応援では、曇り空から一気に太陽の下という状況になっ

たので、救急搬送が８名、球場の救護室は相手校の生徒も含めまさに野戦病院の

ようであった。試合後、連盟からも厳しいご指導をいただいた。決勝戦では反省

を生かし、引率教員全員が、『試合応援以上に生徒管理と観察』といった合言葉で、

優勝を信じ、絶対に後味悪い優勝にしないという意識で、全校応援に臨んだこと

で、準決勝のようなことはなかった。また、決して無理をせず、体調を自身で判

断し、学校での TV応援も実施するなど、諸状況に対応できたと思う。 

甲子園では高野連の配慮で例年以上に暑さ対策が取られており、大変有難く感

じた。希望応援にも予想を上回る人数が参加してくれ、中には家族で甲子園球場

まで来てくれたところもあり関心の高さと同時に本校に対する母校愛を強く感じ

ることができた。応援バスの出発場所を提供してくれたバローの店長さん、学校

近隣のみなさんに挨拶に伺った時もあたたかいお言葉をいただき、やはり勝ち上

がらなければわからないことを肌で感じ取ることができた。 

4—2 強化運動部に対しての全校生徒の応援意識向上と積極的な応援参加 

強化クラブのほとんどが全国大会に出場している。特筆すべきは軟式野球。３

年連続で選手権大会、国民体育大会を制し他を圧倒した。選手権大会通算 10 回目



 

 

の優勝は単独でトップ。個人競技のレスリング男女で全国優勝、レスリング、カ

ヌーで世界大会に出場した実績も光る。一つ気になるのが、団体での全国大会で

の成績。ベスト８以上が軟式野球部のみということで、やや寂しさを感じる。元々

一線級の選手を取れていないのか、あるいは入ってから今一つ伸び悩んでいるの

か、その両方が関係しているのか、監督は一層のレベルアップを図りたいところ。 

とはいえ、県、地区大会での成績は申し分なく、選手が各クラスに分散している

こともあり、全校生徒の激励の思いは大きいと感ずる。ここで結果が付いてこれ

ばさらに向上するものと思われる。 

５：通信制過程 

5—1 新たな連携校・サポート校の安定的な発展と生徒保護者への認識の拡大  

新規開校サポート校は「東海第一高等学院」の 1校のみであったが、募集媒体

の統一化や、相談会の共同出店等を実施した。問い合わせ窓口の一本化が進んだ

ため、個別相談数が増加した。次年度以降は、確率を追求した渉外活動を実施す

る予定。要は、必要とする生徒・保護者、希望する生徒・保護者が問合せしやす

く迅速性ある環境作りが今まで以上にできたと思われるし、体制変化の中で、そ

れをさらに心がけていきたい。 

5—2 外部サポート校および面接指導施設に対する管理監督と連携の強化 

各サポート校および面接指導施設へ本校の教職員が数回にわたり訪問した。そ

れによって様々な実情も把握できたと思うし、今後の体制推進に役立てることが

できたと思う。また、本校側の判断が確実にサポート校と共有され、サポート校

としてのあるべき認識を作り上げるよう心掛けた。今後も各サポート校および面

接指導施設において独自の判断で教務上の内容が進まないよう頻繁に電話連絡等

をしていきたい。 

加えて年に２回ほど定期的に、顔合わせの上での連絡調整の場を設定していく予

定である。いわゆる職員会議のような場を設けていく。当然であるが、本校の教

務が認定したことがすべてのベースであり、全機関の教務内容が進行することを

確認し、今後新たな検討事項などについても、円滑に共有することを徹底させる。 

【 経 営 的 側 面 】 

１：生徒募集部門 

1—1 地域貢献制度による入学者の能力開花補助と能力拡大を図る 

 令和元年度入試の地域貢献人材育成型入試での入学者は 4 名しかいなかった

が、先輩部員と一緒に地域活性化部として活動。新規の事業で困難な部分もあり

ながら、大手広告代理店の協力、市からの資金提供、募金等積極的に活動するこ

とができ次年度以降のレールが敷かれた。生徒の主体性が育まれた成果であり、

また担当教員の尽力に敬意を表する。 

1—2 地域活性化ＰＪの進展とさらなる地域貢献活動の模索と推進 

 地域活性化部メンバーは、「ディグスポーツで街の活性化」、「陶器産業の再興」、

「釜戸・武並の開発」の 3チームに分散し活動を行った。上記「ディグスポーツ」

は新規事業として生徒と教員が一体となり成果は次年度以降だが 1 年生に期待が

持てる結果となった。同時に「陶器産業の再興」についても、小学校校長へのイ

ベント依頼や、地元企業との連携、さらには陶器祭りでのイベント開催を実践し、

一つの形を作ることができた。しかし、「釜戸・武並の開発」については、トーン

ダウンを起こした。昨年度は発表会でも評価が高く期待されていたが、フィール

ドワーク後の「提案」という面で進捗がみられなかった。ただし、このチームは

4年計画で短大でも継続するのでそちらでの成功を見込みたい。 

 今後の課題としては教員の当事者意識だと思う。生徒の持つ柔軟性に合わせな

がら、生徒とともに作り上げる形を令和 2 年度は構築したい。また、令和 2 年度

入試では地域貢献人材育成型入試での入学者が倍の 8 名となった。この生徒たち

の持つ力を存分に引き出してやることが、学校の最大の課題でもあり喜びでもあ

る。 

1—3 単願者による定員確保、東濃地区からの入学者 10%超、併願者の昨年度比 10%増 



 

 

 東濃地区から 10％確保の目標を達成（10.98％）この数値は過去 15年（計測開

始より）の中で 1 番であり、昨年比＋2.12％。地元からの評価がこの数値の意味

だと考えるが、この評価は継続したいし、学校経営を考えるとき、次年度以降 11％

以上の確保が必須となる。加えて今回の生徒募集で今までと比較し大きく評価で

きることは、推薦入試での入学者が 7 割を超えたこと。中学校からの高い評価を

もって入学してくる生徒が多いという現実をしっかり直視し、推薦していただい

た中学校側への感謝の気持ちを大切に、責任感をしっかり持って、彼らを伸ばす

ことが本校の課題である。 

 併願者数については昨年比、人数で－60 人（94.4％）。特に多治見地区の併願

受験が年々下落傾向にある。多くの高校がそれぞれの魅力を出そうとする中で、

単願にはならないにしても、第 2 志望であっても本校を理解してもらえる魅力づ

くりと信用獲得が必要と考える。 

２：事務情報部門 

2—1 老朽化・破損施設の改修・修復を図り、充実した環境整備 

 諸々の設備の中で優先順位を考慮しながら、生徒の活動に対し、より有益な環

境整備へと進めていった。下記、整備事項である。 

・北 2号館 1階トイレ改修工事（男子トイレ、女子トイレ） 

・南側駐車場舗装整備工事 ・本館 3階 6教室 ICT 化工事（黒板貼替含む） 

・特進 2教室モニター購入 ・記念碑設置工事 

・総合グランド樹木伐採剪定工事 ・ＬＥＤ化（西館、北館）工事（リース） 

・空調新設取替工事（東館一部）・電話・内線新設取替工事 

・食堂厨房内トイレ改修工事  ・校門名板取替工事 

・南山トレーニング室改修工事 ・トレーニング器具導入（リース） 

・ピッチングマシーン新規取替 ・生徒用椅子（200 脚）購入 

・車両新規購入 

 

  



 

 

（中京幼稚園） 

1． 預かり保育の見直しと年間計画の作成。 

自園の預かり保育は少人数で、利用者も年間を通してほぼ変わらず担当者も固

定で取り組んでいる。 

元々、預かり保育は、自宅にてゆっくりくつろいでいる時間帯であることから、

子ども達が安心して過ごせる環境を保障してきた。また、季節の作り物を作った

り、子ども達の考えや思いを尊重した過ごし方で、アットホームな雰囲気を大切

に運営しており、マンネリ化することもない。 

10 月から保育料の無償化が始まり、利用者の増加が予想されたが、全く変動な

く、これまでの預かり保育を継続するにとどめた。 

2． 生活発表会の見直しと改善。 

日々の生活と遊びの流れから自然と入っていける行事にしたことで、日常的に

安定した保育が展開でき、子ども達が安心して臨める発表会になった。 

また、会場を文化センターから園内の遊戯室に変えたことで、子ども達の不安

や負担を軽減することにもつながり、伸び伸びと、活き活きとした表情が印象的

な発表会になった。 

保護者には、こうした改善について 1 年前から説明を行っていたことから、大

きな混乱はなかったものの、他学年の発表が見られないことが残念である、とか

複数のお子さんがいる方は二日も休まなくてはならない、などの声が上がってお

り、今後の課題としたい。 

3． 長期休暇中の職務内容の見直しと改善。 

それぞれの役割を明確にして、期限を決めて取り組んだことから２学期、３学

期の準備がスムーズにできた。また、じっくり話し合える職員会議の時間も確保

できた。 

4． 大学附属を活かした研修体制の確立。 

今年度から、栗岡先生には“幼児教育アドヴァイザー”という立場でご指導を

仰ぐことになり、より充実した園内研修を実施することができた。特に今年度は

年間を通して「直接体験」をテーマにして取り組んだことで、自由遊びの中で子

ども達がどのような学びを得ているのか、また、こちらが求める学びを得られる

ようにするために、どのような環境設定、構成が必要なのか等々について職員間

の共通認識を図れ、子どもの姿をより具体的に捉えることができるようになった

と感ずる。１月に自園にて、東農地区の新規採用教員研修会が開催された際に保

育参観もして頂いたところ、他園の先生方の評価が思いのほか高く、これ迄の研

修の成果の現れを実感する機会にもなった。 

さらに、今年度から日常的に信太先生も頻繁に園の方に出向いて下さり、気に

なる園児の様子を見て担任との情報交換や、関わり方の手立てについてアドヴァ

イスして頂けるようになり、それに伴って、信太先生からのご提案で、園内研修

として全５回のティーチャートレーニング（４・５歳児担任）を受講させて頂く

こともできた。こうした大学の先生方から直接ご指導いただける園内研修は付属

の幼稚園ならではの特権であり、研修テーマによっては保育学科以外の先生方に

も、協力のお願いをするなど、より充実した研修体制を整えていきたい。 

5． 食育を踏まえた野菜作りの継続。 

大学の健康栄養学科の先生、学生さんや JA さんの協力により野菜の苗植え、

栽培、収穫、調理、を体験させてもらった。秋から冬にかけた短大給食では、自

園の畑で収穫できた野菜を使ったメニューとなっており、子ども達にとって貴重

な食育の機会となった。 

6． オープン幼稚園の見直しと改善。 

これまでの「オープン幼稚園」を「スマイルルーム」という名称に変え、担当

者もベテランの保育者２名を固定して、保護者が安心して参加できるイベントに

した。また、子どもだけに寄り添うのではなく、保護者にとってのホットスペー

スになるよう配慮した。その結果少しづつ参加者が増えてきた今後は園外活動も



 

 

増やし、通いやすいきっかけを作ったり、刺激のある活動を取り入れていきたい

と思う。 

7． 子育て支援の充実を図る。 

毎月１回「おひさまサロン」を開催することで、母親同士の繋がりが増えた。

また、園内行事に保護者の参加を呼び掛け、参加してもらうことで、職員との距

離感を縮め、コミュニケーションを取りやすい関係性の構築に努めた。 

自園が目指している“子育て支援”は『保護者も一緒に園生活を楽しんでもらう

こと』であることから、今年度初の試みとして、クリスマス会に母親の有志を募

り、ハンドベルの演奏を披露してもらった。その結果子ども達も喜び、母親達も

感動してすぐに次年度も実施させて欲しいとの声が上がり、次に繋がる実践とな

った。 

また一方、子育て支援の相談体制については、担任、主任、時には園長が窓口

になって保護者からの相談を受けることがある。その場合には内容によって栗岡

先生や信太先生を紹介させてもらって、相談につなげることができ、保護者の安

心と信頼を得ることができたと感じる。 

8． 幼小接続について（就学支援体制）の確立を図る。 

●園児 

瑞浪小学校さんとは、１学期末に１年生とプール交流、２学期に自然物遊びの

交流、土岐小学校さんとは、２学期にお弁当持参で学校訪問をさせていただき、

１年生クラスの授業参観、校内見学、教頭先生から、小学校入学までにできるよ

うになっているといいこと、についてお話して頂いた。 

●職員 

５月末から６月初旬に瑞浪、土岐両市内の小学校を訪問し子どもの様子につい

て情報交換した。また小学校からも、教頭先生や教務主任、支援の先生が在園中

の子どもの様子を見に来たり、夏季休暇中に１年生の担任の先生が情報交換に来

園されるなど、スムーズな接続に向けて職員間の連携も進めることができた。 

●保護者 

４月の PTA 総会の場において、市の教育委員会で作成した、特別支援教育に関

するプリントを配布し、自園での相談体制や取り組みについて説明をした。 

２学期末の参観日に、土岐小学校の校長先生から「小学校入学に向けて」とい

うテーマで講演をして頂いた。 

●指導要録 

栗岡先生からの提案で指導要録の全面的改善を図った。この件について土岐小

学校の清水校長先生に相談したところ、賛同を頂き、市内の校長会、教育委員会

への照会をして下さるなど、進展した。 

さらに、土岐市の教育委員会にも栗岡先生が相談に赴かれ、今後中京幼稚園の

指導要録が改善されたものになることを伝えて頂いた。 

9． 地域の財産を活かした活動（竜吟の森活動）の充実を図る。 

年度始めにふれあい館を訪ね、館長さん初めスタッフの皆さんと昨年度の振り

返りをしつつ、今年度の活動計画を立てさせて頂いた。竜吟の森では、園内では

体験できない自然遊びや、五感を使った体験をさせていただくことができ、子ど

も達にとって貴重な学びの場となっており、自園ならではの活動として定着しつ

つある。特に今年度は、同行して様々な支援をして下さるスタッフの方を中京幼

稚園年長担当、年中担当、という風に固定して下さり、一層連携しやすい環境を

作っていただき充実した活動が展開できた。 

ふれあい館の協力なしでは、成立しにくい活動ではあるが、ふれあい館側から

は中京幼稚園の活動によって集客数増員が可能となり、助かっているとのお話を

伺え、双方にとって意義のある活動として、さらに連携を深め、内容の充実を検

討していきたい。 

10． 地域行事への参加（瑞浪七夕まつりでのバサラ参加）。 

昨年に引き続き、中京高校の保育コース２年生と年長児が連携して８月１０日



 

 

のたなばた祭りに参加することができた。瑞浪市民あげて盛り上げているお祭り

であり、地域貢献の一つと捉え、今後も継続させていきたい。 

３．財務の概要 

 

【総評】 
 

2019 年 5 月 1 日現在の学園全体の学生・生徒・園児数は 2,964 名であり、昨年度を 68

名上回った。 

学校学科別に見ると、経営学部 567 名（5 名増）、看護学部 300 名（5 名増）、保育科 156

名（増減なし）、健康栄養学科 135 名（2 名減）、高校全日制 1,382 名（57 名減）、通信制

310 名（106 名増）、幼稚園 114 名（11 名増）となっており、学園全体では、68 名増加し

た。これらの影響から学生生徒納付金収入は昨年度より約 1,800 万円増加した。 

 また、過去から毎年１億～２億円程の費用を捻出し大型事業（改修工事等）を行なって

おり、2019 年度についても約 1 億 1 千万円の費用を支出した。 

 

 

 

【経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策】 
 

2019 年度は、学生・生徒・園児数の増加により学生生徒納付金が増加したものの、補助

金等の減少により、事業活動収支計算書における教育活動収入では 2 期連続の減少となっ

た。一方、支出では人件費抑制により 2 期ぶりに教育活動支出が減少したものの、収入の

減少を補うまでには至らず、教育活動収支差額で前期より減少した。同様に翌年度繰越収

支差額においても 5 期連続で減少する結果となった。 

18 歳以下の人口減少が加速する状況下で、各学校においては事業計画に基づき教育の質

向上を目指し実行しているところであるが、このような財政状況及び学校法人を取り巻く

大きな時流の中で、時代の変化に迅速に対応し、地域事情を踏まえた改革を行うべく 2020

年 4 月に法人を分離した。 

今後は、法人分離により各部門における財務状況をより直接的に把握し、財政も含めた

経営改革を迅速に進めるとともに、既存の予算制度の見直しや、新たな財源確保を検討し

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ＜資金収支計算書＞ 

2019 年度の資金収支計算書は次のとおりです。            （単位 千円） 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 差 異 

学生生徒等納付金収入 2,363,884 2,282,634 △ 18,750 

手数料収入 48,440 49,792 △ 1,352 

寄付金収入 29,300 36,592 △ 7,292 

補助金収入 731,540 750,635 △ 19,095 

 国庫補助金収入 210,500 218,929 △ 8,429 

 地方公共団体補助金収入 521,040 531,706 △ 10,666 

資産売却収入 90,464 93,319 △ 2,855 

付随事業・収益事業収入 138,146 139,977 △ 1,830 

受取利息・配当金収入 700 737 △ 37 

雑収入 146,994 147,895 △ 900 

前受金収入 225,629 234,180 △ 8,551 

その他の収入 183,974 185,277 △ 1,303 

資金収入調整勘定 △ 402,962 △ 421,524  18,561 

前年度繰越支払資金 2,176,656 2,176,656  

収入の部合計 5,632,767 5,676,174 △ 43,406 

 

科 目 予算額 決算額 差 異 

人件費支出 1,954,160 1,926,213  27,946 

教育研究経費支出 1,056,999 1,013,954  43,044 

管理経費支出 400,422 388,728  11,694 

施設関係支出 29,520 29,038  481 

設備関係支出 83,934 81,625  2,309 

資産運用支出 650 556  93 

その他の支出 97,362 106,121 △ 8,758 

〔予備費〕 11,000   11,000 

資金支出調整勘定 △ 51,506 △ 70,255  18,749 

翌年度繰越支払資金 2,050,223 2,200,191 △ 149,967 

支出の部合計 5,632,767 5,676,174 △ 43,406 



 

 

＜活動区分資金収支計算書＞ 

2019 年度の活動区分資金収支計算書は次のとおりです。 

 

活動区分資金収支計算書          （単位 千円） 

科 目 決算額 

教育活動による資金収支  

 

教育活動資金収入計 3,407,526 

教育活動資金支出計 3,328,516 

差引 79,010 

調整勘定等 △ 46,473 

教育活動資金収支差額 32,536 

施設整備等活動による資金収支  

 

施設整備等活動資金収入計 786 

施設整備等活動資金支出計 110,663 

差引 △ 109,877 

調整勘定等  19,957 

施設整備等活動資金収支差額 △ 89,920 

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備

等活動資金収支差額） 
△ 57,384 

その他の活動による資金収支  

 

その他の活動資金収入計 142,910 

その他の活動資金支出計 61,990 

差引 80,919 

調整勘定等 0 

その他の活動資金収支差額 80,919 

支払資金の増減額（小計＋その他の活動

資金収支差額） 
 23,535 

前年度繰越支払資金 2,176,656 

翌年度繰越支払資金 2,200,191 

 

  



 

 

＜事業活動収支計算書＞ 

2019 年度の事業活動収支計算書は次のとおりです。 

事業活動収支計算書                         （単位 千円） 

科 目 予算額 決算額 差 異 

教
育
活
動
収
支 

事業活動収入の部     

 

学生生徒等納付金 2,263,884 2,282,634 △ 18,750 

手数料 48,440 49,792 △ 1,352 

寄付金 30,350 37,289  6,939 

経常費等補助金 731,540 750,635 △ 19,095 

 
(国庫補助金) 210,500 218,929 △ 8,429 

(地方公共団体補助金) 521,040 531,706 △ 10,666 

付随事業収入 138,146 139,977 △ 1,830 

雑収入 150,994 152,973 △ 1,978 

教育活動収入計 3,363,355 3,413,301 △ 49,946 

事業活動支出の部     

 

人件費 1,994,678 1,931,447  63,231 

教育研究経費 1,278,099 1,228,511  49,587 

管理経費 437,098 423,744  13,354 

徴収不能額等 17,213 14,814  2,398 

教育活動支出計 3,727,090 3,598,518  128,571 

教育活動収支差額 △ 363,735 △ 185,216 △ 178,518 

教
育
活
動
外
収
支 

事業活動収入の部      

 

受取利息・配当金 700 737 △ 37 

その他の教育活動外収入 0 0  0 

教育活動外収入計 700 737 △ 37 

事業活動支出の部     

 

借入金等利息 0 0  0 

その他の教育活動外支出 0 0  0 

教育活動外支出計 0 0  0 

教育活動外支出差額 700 737 △ 37 

経常収支差額 △ 363,035 △ 184,478 △ 178,556 

特
別
収
支 

事業活動収入の部     

 

資産売却差額 0 786 △ 786 

その他の特別収入 0 1,833 △ 1,833 

特別収入計 0 2,619 △ 2,619 

事業活動支出の部     

 

資産処分差額 10,020 9,359  660 

その他の特別支出 324 430 △ 106 

特別支出計 10,344 9,790  553 

特別収支差額 △    10,344 △        7,170 △ 3,173 

〔予備費〕 11,000   11,000 

基本金組入前当年度収支差額 △ 384,379 △ 191,648 △ 192,730 

基本金組入額合計 △ 100,627  20,430 △ 80,196 

当年度収支差額 △ 485,006 △ 212,079 △ 272,926 

前年度繰越収支差額 △ 4,437,840 △ 4,437,840  0 

基本金取崩額 0 0  0 

翌年度繰越収支差額 △ 4,922,846 △ 4,649,920 △ 272,926 

（参考） 

事業活動収入計 3,364,055 3,416,659 △ 52,604 



 

 

事業活動支出計 3,748,434 3,608,308 140,125 



 

 

＜貸借対照表＞ 

2019 年度の貸借対照表は次のとおりです。 

 

貸借対照表                            （単位 千円） 

資産の部 

科  目 本年度末 前年度末 増  減 

固定資産 4,925,855 5,167,913 △ 242,057 

 有形固定資産 4,804,838 4,943,228 △ 138,389 

  土地 1,031,558 1,031,558 △ 0 

  建物 2,854,166 3,017,861 △ 163,695 

  その他の有形固定資産 919,113 893,807  25,306 

 特定資産 102,600 102,600  0 

 その他の固定資産 18,417 122,085 △ 103,668 

流動資産 2,430,242 2,390,015  40,226 

 現金預金 2,200,191 2,176,656  23,535 

 その他の流動資産 230,050 213,359  16,691 

資産の部合計 7,356,097 7,557,929 △ 201,831 

負債の部 

科  目 本年度末 前年度末 増  減 

固定負債 462,630 446,313  16,317 

 その他の固定負債 462,630 446,313  16,317 

流動負債 318,703 345,202 △ 26,499 

 その他の流動負債 318,703 345,202 △ 26,499 

負債の部合計 781,333 791,516 △ 10,182 

純資産の部 

科  目 本年度末 前年度末 増  減 

基本金 11,224,684 11,204,253  20,430 

第 1 号基本金 10,961,684 10,941,253  20,430 

第 4 号基本金 263,000 263,000  0 

繰越収支差額 △ 4,649,920 △ 4,437,840 △ 212,079 

純資産の部合計 6,574,764 6,766,413 △ 191,648 

負債及び純資産の部合計 7,356,097 7,557,929 △ 201,831 



 

 

＜資金収支計算書年度比較(過去 5 年法人全体）＞ 

  
     （単位 千円） 

科       目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 
2019 年度 

学生生徒等納付金収入 2,463,770 2,464,938 2,385,554 2,264,358 2,282,634 

手数料収入 46,213 46,491 45,442 46,792 49,792 

寄付金収入 35,071 45,526 33,957 31,149 36,592 

補助金収入 694,586 774,304 787,411 818,996 750,635 

資産売却収入 735,725 101 0 7,684 93,319 

付随事業・収益事業収入 155,648 136,602 133,875 142,431 139,977 

受取利息・配当金収入 7,215 763 766 958 737 

雑収入 85,887 94,123 139,133 171,881 147,895 

前受金収入 256,205 239,579 221,692 249,523 234,180 

その他の収入 116,882 129,666 119,035 188,699 185,277 

資金収入調整勘定 △361,872 △342,187 △377,769 △373,083 △421,524 

前年度繰越支払資金 1,242,827 2,107,480 2,087,979 2,103,157 2,176,656 

収入の部合計 5,478,161 5,697,390 5,577,079 5,652,545 5,676,174 

教員人件費支出 1,337,102 1,369,087 1,382,912 1,339,159 1,301,536 

職員人件費支出 436,651 450,019 446,832 466,871 472,885 

その他の人件費支出 85,497 61,812 125,956 146,219 151,791 

教育研究経費支出 954,072 1,027,862 984,214 1,003,757 1,013,954 

管理経費支出 427,142 426,004 417,356 390,295 388,728 

施設関係支出 36,120 183,036 28,879 31,849 29,038 

設備関係支出 39,454 35,223 44,572 41,509 81,625 

資産運用支出 256 283 368 675 556 

その他の支出 94,063 94,613 87,404 96,310 106,121 

資金支出調整勘定 △39,679 △38,531 △44,575 △40,754 △70,255 

翌年度繰越支払資金 2,107,480 2,087,979 2,103,157 2,176,656 2,200,191 

支出の部合計 5,478,161 5,697,390 5,577,079 5,652,545 5,676,174 



 

 

＜事業活動収支計算書年度比較(過去 5 年法人全体）＞ 

 
                               （単位 千円） 

科 目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 2019 年度 

教
育
活
動
収
支 

事業活動収入の部      

 

学生生徒等納付金 2,463,770 2,385,554 2,464,938 2,264,358 2,282,634 

手数料 46,213 45,442 46,491 46,792 49,792 

寄付金 36,078 34,036 46,654 31,889 37,289 

経常費補助金 694,586 787,349 774,136 818,996 750,635 

(国庫補助金収入) 213,859 242,384 244,456 274,880 218,929 

(地方公共団体補助金収入) 480,727 544,965 529,680 544,116 531,706 

付随事業収入 155,648 133,875 136,602 142,431 139,977 

雑収入 97,677 135,829 73,134 157,139 152,973 

教育活動収入計 3,493,974 3,522,088 3,541,958 3,461,605 3,413,301 

事業活動支出の部      

 

人件費 1,837,758 1,953,869 1,889,569 1,954,071 1,931,447 

教育研究経費 1,163,119 1,197,755 1,236,962 1,215,180 1,228,511 

管理経費 462,909 451,852 457,715 425,754 423,744 

徴収不能額等 29,419 17,107 15,771 15,791 14,814 

教育活動支出計 3,493,207 3,620,585 3,600,018 3,610,795 3,598,518 

教育活動収支差額 767 △58,060 △98,497 △149,190 △185,216 

教
育
活
動
外
収
支 

事業活動収入の部      

 

受取利息・配当金 7,215 766 763 958 737 

その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0 

教育活動外収入計 7,215 766 763 958 737 

事業活動支出の部      

 

借入金等利息 0 0 0 0 0 

その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0 

教育活動外支出計 0 0 0 0 0 

教育活動外支出差額 7,215 763 766 958 737 

経常収支差額 7,983 △57,296 △97,730 △148,232 △184,478 

特
別
収
支 

事業活動収入の部      

 

資産売却差額 309,507 0 101 432 786 

その他の特別収入 2,045 7,585 28,947 26,621 1,833 

特別収入計 311,552 7,585 29,049 27,053 2,619 

事業活動支出の部      

 

資産処分差額 240,835 701 101 1,784 9,359 

その他の特別支出 0 79 0 1,080 430 

特別支出計 240,835 780 101 2,864 9,790 

特別収支差額 70,717 28,948 6,805 24,189 △7,170 

〔予備費〕      

基本金組入前当年度収支差額 78,700 △28,348 △90,925 △124,043 △191,648 

基本金組入額合計 △25,210 △177,944 △48,717 0 △20,430 

当年度収支差額 53,489 △206,293 △139,642 △120,618 △212,079 

前年度繰越収支差額 △4,049,776 △3,996,287 △4,177,580 △4,317,223 △4,437,840 

基本金取崩額 0 25,000 0 3,425 0 

翌年度繰越収支差額 △3,996,287 △4,177,580 △4,317,222 △4,437,841 △4,649,920 

（参考）      

事業活動収入計 3,812,743 3,571,770 3,530,440 3,489,617 3,416,659 

事業活動支出計 3,734,042 3,600,119 3,621,365 3,613,660 3,608,308 



 

 

＜事業活動収支計算書関係比率(過去 5 年法人全体)＞ 

比     率  評価 
全国 

平均 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

2019 

年度 

人件費比率 
人件費 

経常収入 
▼ 53.0% 52.5% 53.3% 55.5% 56.4% 56.6% 

人件費依存率 
人件費 

学生生徒等納付金 
▼ 70.9% 74.6% 76.7% 81.9% 86.3% 84.6% 

教育研究 

経費比率 

教育研究経費 

経常収入 
△ 33.4% 33.2% 34.9% 34.0% 35.1% 36.0% 

管理経費比率 
管理経費 

経常収入 
▼ 8.8% 13.2% 12.9% 12.8% 12.3% 12.4% 

借入金等 

利息比率 

借入金等利息 

経常収入 
▼ 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

事業活動収支

差額比率 

基本金組入前当年度収支差額 

事業活動収入 
△ 4.6% 2.1% -0.8% -2.6% -3.6% -5.6% 

基本金組入後

収支比率 

 事業活動支出 

事業活動収入-基本金組入額 
▼ 107.0% 97.3% 96.0% 101.2% 103.7% 105.0% 

学生生徒等 

納付金比率 

学生生徒等納付金 

経常収入 
－ 74.8% 70.4% 69.6% 67.7% 65.4% 66.9% 

寄付金比率 
寄付金 

事業活動収入 
△ 2.1% 0.9% 1.3% 1.0% 1.0% 1.1% 

経常寄付金 

比率 

教育活動収支の寄付金 

経常収入 
 1.4% 1.0% 1.3% 1.0% 0.9% 1.1% 

補助金比率 
補助金 

事業活動収入 
△ 12.6% 18.2% 21.7% 22.3% 23.5% 22.0% 

経常補助金 

比率 

教育活動収支の補助金 

経常収入 
 12.2% 19.8% 21.9% 22.3% 23.7% 22.0% 

基本金組入率 
基本金組入額 

事業活動収入 
△ 10.8% 0.7% 5.0% 1.4% 0.1% 0.6% 

減価償却費 

比率 

減価償却費 

経常支出 
－ 11.8% 7.0% 6.7% 6.8% 6.8% 6.9% 

経常収支 

差額比率 

経常収支差額 

経常収入 
 4.5% 0.2% -1.6% -2.8% -4.3% -5.4% 

教育活動収支

差額比率 

教育活動収支差額 

教育活動収入計 
 3.0% 0.0% -1.6% -2.8% -4.3% -5.4% 

 ※日本私立学校振興・共済事業団発行「令和元年度版今日の私学財政」より抜粋（30 年度実績） 

 ※△高い値が良い ▼低い値が良い －どちらともいえない 

 ※全国平均（医歯系法人を除く） 



＜貸借対照表関係比率 (過去 5 年法人全体)＞ 

 

比     率 評価 
全国 

平均 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

2019 

年度 

固定資産 

構成比率 

 固定資産  

総資産 
▼ 86.8% 71.2% 71.3% 70.0% 68.4% 67.0% 

流動資産 

構成比率 

 流動資産  

総資産 
△ 13.2% 28.8% 28.7% 30.0% 31.6% 33.0% 

固定負債 

構成比率 

 固定負債  

総負債+純資産 
▼ 6.8% 5.7% 5.8% 5.9% 5.9% 6.3% 

流動負債 

構成比率 

 流動負債  

総負債+純資産 
▼ 5.4% 4.4% 4.1% 3.9% 4.6% 4.3% 

純資産 

構成比率 

 純資産 

総負債+純資産 
△ 87.8% 89.9% 90.0% 90.1% 89.5% 89.4% 

繰越収支差額

構成比率 

 繰越支出差額  

総負債+純資産 
△ -14.5% -51.3% -53.9% -56.5% -58.7% -63.2% 

固定比率 
 固定資産  

純資産 
▼ 98.8% 79.2% 79.2% 77.7% 76.4% 74.9% 

固定長期 

適合率 

  固定資産     

純資産+固定負債 
▼ 91.7% 74.5% 74.4% 72.9% 71.6% 70.0% 

流動比率 
 流動資産  

流動負債 
△ 246.6% 659.7% 696.2% 760.4% 692.4% 762.5% 

総負債比率 
 総負債  

総資産 
▼ 12.2% 10.1% 10.0% 9.9% 10.5% 10.6% 

負債比率 
 総負債  

純資産 
▼ 13.9% 11.2% 11.1% 11.0% 11.7% 11.9% 

前受金保有率 
 現金預金  

前受金 
△ 348.7% 822.6% 871.5% 948.7% 872.5% 939.5% 

 

退職給与引当

特定資産保有

率 

退職給与引当特定資産 

退職給与引当金 
△ 71.2% 23.0% 22.7% 22.8% 23.1% 23.1% 

基本金比率 
  基本金  

基本金要組入額 
△ 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

減価償却費 

比率 

 減価償却累計額  

減価償却資産取得価格 
－ 51.5% 59.7% 61.6% 62.8% 62.8% 64.4% 

積立率 
運用資産 

要積立額 
 79.3% 40.3% 38.6% 37.5% 37.5% 36.5% 

 ※日本私立学校振興・共済事業団発行「令和元年度版今日の私学財政」より抜粋（平成 30 年度実績） 

 ※△高い値が良い ▼低い値が良い －どちらともいえない  

※全国平均（医歯系法人を除く） 
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学校法人 中京学院



  

１. 法人の概要 

 

１－１. 法人名・設置する各学校名及び所在地 

 

学校法人名 学校法人 中京学院 

理事長名 長野 正 

法人設立認可年月日 令和 1年 9月 6日 

郵便番号 509-6192 

所在地 岐阜県瑞浪市土岐町 2216 

電話番号 0572-68-４５５５ 

 

 

設置学校名 学（園）長名 郵便番号 学校所在地 電話番号 

中京学院大学 長野 正 
509-9195 

509-6192 

岐阜県中津川市千旦林 1-104 

岐阜県瑞浪市土岐町 2216 

0573-66-3121 

0572-68-4555 

中京学院大学 

短期大学部 
長野 正 509-6192 岐阜県瑞浪市土岐町 2216 0572-68-4555 

中京幼稚園 矢田 幸子 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町 2197-1 0572-68-4425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

１－２. 建学の精神及びミッションとビジョン 

 

 （1）建学の精神 

     学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ 

 

 （2）学訓 

     真剣味  真善美 

 

 （3）ミッション 

    生涯にわたり、主体性を持ち、地域社会に貢献できる人財の育成 

     ・真剣味の精神をもった人財 

     ・専門分野を生かし地域創生に貢献できる人財 

     ・生涯にわたり、学び、成長し続ける人財 

 

 （4）ビジョン 

    地域における知の拠点の実現（「東濃まるごとキャンパス」の実現） 

     ・地域にとって必要不可欠な存在感を持ち、共に発展する大学 

 

 （5）運営方針 

    教職員の姿勢 

    ・地域創生に向け、協働して学生の育成に傾注しながら、自らも成長し続ける姿勢 

    実行すべき事柄 

    ・学生が主体性をもって成長実感を体現できる教育の実践 

    ・各専門分野における最新知見を兼ね備えたﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ精神の醸成 

    ・東濃地区との強固な連携関係の構築 

    ・生涯教育の拠点となる「学びの場」の創設 

    ・経営基盤の安定化 

 



  

１－３. 学校法人の沿革 

 

昭和 37 年 12 月 28 日 学校法人安達学園の設立認可 

昭和 38 年 4 月 1 日 中京高等学校開校 

昭和 41 年 4 月 1 日 中京短期大学 家政科・保育科開学 

昭和 42 年 4 月 1 日 中京幼稚園開園 

 中京短期大学の家政科を家政専攻と食物栄養専攻に分離 

昭和 45 年 4 月 1 日 中京短期大学 別科調理専修設置 

昭和 49 年 4 月 1 日 中京短期大学保育科を中津川市千旦林 1-104 に移転 

昭和 61 年 4 月 1 日 中京短期大学に経営学科を増設 

平成元年 4 月 1 日 中京短期大学家政科を生活学科、家政専攻を生活文化専攻に名称変更 

平成 2 年 4 月 1 日 中京短期大学保育科を瑞浪校地へ、経営学科を中津川校地へ移転 

平成 5 年 4 月 1 日 中京学院大学開学 

平成 6 年 3 月 31 日 中京短期大学 経営学科廃止 

平成 9 年 4 月 1 日 中京学院大学 編入学定員設置 

平成 17 年 4 月 1 日 中京学院大学 別科日本語専修課程開設 

平成 19 年 4 月 1 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科開設 

 中京短期大学 生活学科、生活文化専攻の募集停止 

平成 20 年 4 月 1 日 中京短期大学 生活学科を健康栄養学科に名称変更 

平成 21 年 4 月 1 日 中京学院大学 別科日本語専修課程の定員増 

平成 22 年 3 月 31 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科の募集停止 

平成 22 年 3 月 31 日 中京短期大学 別科調理専修募集停止 

平成 22 年 4 月 1 日 中京学院大学 看護学部看護学科を瑞浪キャンパスに開設 

 中京短期大学を中京学院大学中京短期大学部に名称変更 

 
中京学院大学中京短期大学部 健康栄養学科、保育科、別科調理専修

の定員減 

平成 23 年 3 月 31 日 中京学院大学 経営学部中国ビジネス学科廃止 

 中京学院大学中京短期大学部 別科調理専修廃止 

平成 29 年 4 月 1 日 中京学院大学中京短期大学部を中京学院大学短期大学部に名称変更 

令和元年 9 月 6 日 学校法人中京学院（設立準備室）設置認可 

令和元年 9 月 20 日 学校法人中京学院 法人設立登記 

令和 2 年 4 月 1 日 学校法人中京学院開設（中京学院大学・同短期大学部・中京幼稚園） 

 中京学院大学経営学部編入学定員減（20 名→5名） 

 中京学院大学別科日本語専修課程の廃止 

 



  

１－４. 設置する学校・学部・学科等 

 

設置学校名 学部・課程名 学科 開設年度 

中京学院大学 

経営学部 経営学科 平成 5年度 

看護学部 看護学科 平成 22 年度 

 別科日本語専修課程 平成 17 年度 

中京学院大学 

短期大学部 
 

健康栄養学科 昭和 41 年度 

保育科 昭和 41 年度 

中京幼稚園   昭和 42 年度 

 

※ 当該年度は学校法人安達学園に所属 

 

１－５. 当該学校・学部・学科等の入学定員、入学者数、学生数の状況 

（2019 年 5月 1日現在） 

設置学校名 学部・課程名 学科 入学定員 入学者数 収容定員 現員 

中京学院大学 

経営学部 
経営学科 

編入学（3 年） 

150 

20 

159 

5 
640 567 

看護学部 看護学科 80 93 320 300 

 別科日本語専修課程 60 - 60 - 

中京学院大学 

短期大学部 
 

健康栄養学科 70 68 140 135 

保育科 100 79 200 156 

中京幼稚園   70 40 240 114 

 

※ 当該年度は学校法人安達学園に所属 



  

教職員                                        （2019 年 5月 1 日現在） 

区分 法人本部 中京学院大学 
中京学院大学 

短期大学部 

中京学院大学附属 

中京高等学校 
中京幼稚園 合計 

専任教員 0 53 23 74 11 161 

非常勤教員 0 36 16 7 1 60 

専任職員 5 26 9 14 0 54 

非常勤職員 1 9 7 13 5 35 

合計 6 124 55 108 17 310 

 

 

大学専任教員数 

職名 
中京学院大学 中京学院大学短期大学部 

経営学部 看護学部 合計 健康栄養学科 保育科 合計 

教授 10 11 21 4 3 7 

准教授 4 8 12 3 2 5 

専任講師 3 7 10 1 6 7 

助教 0 5 5 2 0 2 

助手 0 5 5 2 0 2 

合計 17 36 53 12 11 23 

 



  

１－６. 役員・教職員の概要 

 

理事・監事                                       （2020 年 3 月末現在） 

理事・監事 
の区分 

（担当職務） 
氏名 

常勤・非常勤 
の区分 

主たる職業 

選任区分等 

項又は号 選任区分 

理事 

理事長 
長野 正 常勤 

学校法人中京学院理事長 

中京学院大学学長兼短期大学部学長 
1 号 学長 

理事 矢田 幸子 常勤 中京幼稚園園長 1 号 園長 

理事 安達 幸成 常勤 中京学院大学ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ事務室長 2 号 評議員 

理事 林 勇人 常勤 中京学院大学短期大学部学部長 2 号 評議員 

理事 小栗久美子 非常勤 レストランクレイ取締役 2 号 評議員 

理事 梶田 悦子  常勤 中京学院大学看護学部学部長 3 号 学識経験者 

理事 小川 祐輝 非常勤 岐阜県議会議員 3 号 学識経験者 

監事 曽根 康正 非常勤 公認会計士 13 条 
評議員会承認 

理事長選任 

監事 阿部 馨三 非常勤 阿部歯科医院長 13 条 
評議員会承認 

理事長選任 

 



  

評議員                                   （2020 年 3 月末現在） 

  

氏名 主たる職業 
選任区分 

備考 
項又は号 選任区分 

長野  正 
学校法人中京学院理事長 

中京学院大学学長兼短期大学部学長 
1 号 法人職員 兼理事 

矢田 幸子 中京幼稚園園長 1 号 法人職員 兼理事 

安達 幸成 中京学院大学ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ事務室長 1 号 法人職員 兼理事 

梶田 悦子 中京学院大学看護学部学部長 1 号 法人職員 兼理事 

林  勇人 中京学院大学短期大学部学部長 1 号 法人職員 兼理事 

紺野  大 中京学院大学経営学部学部長 1 号 法人職員  

眞部 孝幸 中京学院大学看護学部学部長補佐 1 号 法人職員  

水野  正 中京学院大学事務局長 1 号 法人職員  

髙栁 昌弘 中京学院大学 IR 室室長 1 号 法人職員  

小栗久美子 レストランクレイ取締役 2 号 卒業生 兼理事 

酒井 洋行 東濃設備工業㈱土岐支店支店長 2 号 卒業生  

田中 恵子 中京学院大学短期大学部健康栄養学科学科長 2 号 卒業生  

吉村 和久 ㈱福岡城代表取締役 2 号 卒業生  

松下 邦雄 無職 3 号 功労者  

古屋 圭司 衆議院議員 4 号 学識経験者  

水野 光二 瑞浪市長 4 号 学識経験者  

青山 節児 中津川市長 4 号 学識経験者  



  

２．事業の概要（当該年度の事業の概要・計画・進捗状況） 

 

学校教育は質の時代となり、私立学校は経営における安定性・継続性に加えて、機動性・戦

略性の両立が迫られており、学校法人経営の新たな方向を見出す必要性が生じてきた。 

特に、学齢人口が減少する中での機動性・戦略性の観点からは、これまでの経営と教学の分

離を見直し、教学と経営がいかに統合し融合していくかが課題となってきた。 

学校法人安達学園においても、設置する中京学院大学と同短期大学部及び同附属中京高等学

校は、これまで様々な場面において併設校として互いに協力し合いながら運営してきたが、各

学校において抱える学校運営に係る課題は一様ではなくなり、多様化への対応も併せた質の確

保と向上を目指した改革推進の方向性は異なるものとなりつつある。 

特に、大学及び同短期大学部と高等学校とでは、時代の変化に伴い、地域における存在の意

義や果たす役割が変化してきており、地域事情を踏まえた改革と運営の必要性が生じてきた。 

これまでの法人運営では、大学及び同短期大学部と高等学校の両者のメリットに配慮した意

思決定を行わざるを得ないケースが多く、有効的かつ実質的な改革の推進が困難を極めてきた。 

このことから、今後は、性質の異なる各学校の事情に捕らわれず、学校ごとに現状を踏まえ

た最も有効的な改革の円滑な推進が可能となるよう、学校法人安達学園は法人を分離すること

とした。今年度の事業は概ねこの法人分離の申請手続きと分離に向けての諸準備を中心に進捗

した。 

法人を分離することで、学校ごとの目的や事情に特化した教学のマネジメントを含めて行う

ための組織の構築、先に述べた教学と経営の融合が可能になると考えている。また、法人を分

離することで、財務諸表を通じた責任の所在が明確になるとともに、キャッシュ・フローにお

いても分離後、各校に強い生存意識が働くことが期待される。さらに、各校の責任者への意思

決定権の移譲によるスピード感のある改革や運営が可能となり、教職員にも経営者の視点が求

められるようになることから、人材の成長にもつなげたい。 

 

 （進捗状況） 

  2019 年 5 月 29 日：文部科学省面接審査 

  2019 年 9 月  6 日：学校法人中京学院（設立準備室）設置認可 

  2019 年 9 月 20 日：学校法人中京学院 法人設立登記 

  2020 年 4 月  1 日：学校法人中京学院開設（大学・短期大学部・幼稚園） 

          学校法人安達学園（高校） 

 

【中期計画】 

令和 1 年 9 月 6 日に設置認可を受けた学校法人中京学院では、開設年度となる令和 2 年度

から 5 か年の中期計画を下記のように定めた。 

 

教学部門 

学校法人安達学園で策定された「中期計画 2015」で進めてきた「真の実践力をもった人

材を育成」をさらに発展させながら、その前提条件として「学生の主体性にもとづく成

長実感の体現」を配することで、「人生 100 年時代」の到来をふまえ、自律した存在とし

て実社会に寄与する人物の育成を進める。また、地域にある唯一の高等教育機関として

のあるべき姿について検討し、域学交流、高大連携を推進するための「東濃まるごとキ

ャンパス」を計画の基軸とした。 

 

経営、事務運営 

収入強化および支出の効果性向上施策と予算制度の見直しを並行して実施することで、

教学に係わる目標実現の基盤機能を健全かつ安定に稼働させることを目指す。また、予

測不可能な変化が恒常的に起こる時代に求められるダイナミック・ケイパビリティ（自

己変革する組織的能力）が機能する組織を目指して、教職員の能力開発を計画的に進め、

その進捗と評価を踏まえて、計画の目標達成をさらに推し進める教職協働体制への移行

に向けた検討を図ることとしている。 

  

 

 



  

中期経営計画 

 

１． 学生・園児が主体性をもって成長実感を体現できる教育の実践 

⑴ 成長実感につながる教育課程の展開 

 すべての学生が主体的に学び、卒業後には学びを活かして高い就業力を発揮して積

極的に社会に寄与し、組織や社会を改善に導く力を育むことを目指している。あら

ゆる教育活動の展開において、主体的な取り組みの下に成長実感を体現できること

を前提として、課程の見直しや授業改善の推進に加えて、変化の時代を生き抜く就

業力の向上につながる様々な学びの機会を創出し、多面的な学びと成長の実感を促

すこととする。 

 

⑵ エンロールマネジメントの強化 

   従前の学部、学科、委員会、事務局などの部署を基本ユニットとした学生指導や支

援による情報連携上における制約を廃し、学生の入学前から卒業後を含めた情報収

集と分析により、個々に適した学び、学生生活、キャリア実現の支援の実現を目指

す。卒業生一人ひとりに適したキャリアを歩むことと、本学で伸長した就業力を継

続に発揮できることを目指す。また、各段階での学修成果の把握と分析によって、

教育課程、学生募集、キャリア支援策など様々な分野での効果的な改善につなげる

こととする。 

 

⑶ キャリア教育の充実 

 建学の精神及びミッションを体現する「高い就業力を継続的に発揮し、地域に貢献

できる人財育成」を目指し、課程内外の多様な経験からの学びを構成する。実施に

当たっては就業経験豊富なスタッフを配置し、学識経験に基づく学びに合わせて多

面的な指導を実現し、専門教育から修得する知識、能力に加え、全ての学生が有す

る強みや特徴を理解し、社会での活躍ビジョンをもって就業することを目指す。 

 

⑷ 学修環境の整備充実 

 地域社会に貢献できる大学としての新たな取り組みを推進し、その過程で求められ

る教育の多様性と効果を両立するためには、従前の学修環境では様々な機能的制約

がある。その改善にあたり、教職員の創意工夫に基づく多様な活用方法を実現する

学修環境の施設整備計画を、ライフサイクルコストに留意して立案して進めること

とする。 

 

 

 

２． 各専門分野における最新知見を兼ね備えたプロフェッショナル精神の醸成 

⑴ 国家資格取得教育の多様化と質的向上 

  入学前の学習達成度や大学での学びに対する考え方について、多様性ある学生を受

け入れる一方で、専門職の養成課程を有し、専門職輩出の大きな期待を受けている。 

  入学前の学習達成度が低迷する学生に対しては、リメディアル教育の充実、国家試

験対策の早期化で対応する。一方、成績優秀者に対しては、キャリアの充実を意識

したプラスαの資格取得とそのサポートを実施する。また、学修成果の可視化によ

り、適宜自身の実情に向き合い、学生の内発的動機付けに対する取り組みを促す仕

組みづくりも進めることとする。 

 

⑵ 取得資格の選択と集中 

 これまでに取得可能であった資格に係わる学修課程において、学生の要望やデータ

分析結果に加えて、地域と次世代のニーズなどを鑑み、適正化を図る。また取得対

象とする資格については、課程内外の学修機会や内容を適宜見直すことで、合格率、

資格を活かした就職率、離職率、強みの開発など、様々な観点からの成果向上を目

指すものとする。 

 



  

⑶ 資格取得の先にある強みの開発 

 専門職としての資格取得が学修におけるゴールではあるが、就業のスタートでもあ

ることを踏まえ、今後の地域社会から望まれる専門職を理解し、それを継続的に提

供できる強みのある専門職養成を目指す。卒後調査などの分析から、東濃地域で求

められる要件への対応を図る課程を検討し導入するとともに、地域ニーズへの質的

な適合に留意しつつ実施することで、固有の強みの創出と定着を図る。 

 

⑷ 域学連携に即した教育研究の推進 

教育職員は、小規模ながら 3 学部を有する大学として教育・研究活動においても地

域の実情を踏まえて、学部、学科や学群の枠を超えた新たな価値創造を地域への還

元を目的として主体的に進める。全学的に「１教員（１チーム）1 地域研究」を導入

し、現場主義の教育研究に継続的に取り組み、東濃地域に即した研究成果、知的財

産の蓄積と活用を進める。 

  

⑸専門的事務スキル開発と地域への展開 

   事務職員は、劇的に変化する社会環境から求められる新たな専門的能力開発に積極

的に取り組み、高等教育機関に求められる専門的機能が働く事務実践を推進する。 

また、習得した様々な専門的事務スキルと就業力を活用し、東濃地域の産業界との

交流を図り、ビジネスの現場で起こる様々な問題解決と課題研究に寄与する。 

  

３． 東濃地区との強固な連携…  「東濃まるごとキャンパス」の実現 

⑴ 「知」の拠点としての地域交流 

東濃地域においては、多様な分野の地域の問題点解決や新たな魅力づくりなどにつ

いて、産官域学の各機関がそれぞれの立場で組織・所掌・体系の枠組みで継続的に

解決に取り組んできた。本学では、この対症療法的な取り組みでは解消困難な地域

課題の解決や、新たな価値創造への取り組みを学びの機会として積極的な対応を進

める。実施に当たっては、従前の学部、学科、学群、分野ごとが個別に対応する手

法を改め、一元的に受け付けたテーマに対して、テーマごとに専門分野の学びを進

める複数の教職員や学生がチームを編成して、より多くの知見を組み合わせて効果

的な対策を生み出すことを目指す。また、前述した「１教員（１チーム）1 地域研究」

の進展との相乗効果で学びの質も高めていくこととする。 

  

⑵まちづくり、人づくりへの連携 

高等教育機関によるまちづくりとの関わりは、行政から学識経験者としての委託や

研究活動と関連する参画などに始まり、最近では双方に長期的成果を求めた連携へ

と関わり方を変えている。就業者によるボランティアや地域の様々な活動への参加

が多様化しつつ増加する中で、学生が様々な地域活動への参加によって得られる経

験や人的ネットワークの広がりなど、無形の学びの機会と質が高まっている。本学

での地域貢献や域内交流に資する活動も課題解決の実現を受託する方法から、個別

では解決困難な事象を持ち寄り、異なる視点からの討議、企画検討、共働に取り組

むことで、共に学び刺激しあうものへ移行しつつ、多くの学生の参加可能なプログ

ラムを導入する。 

 

⑶東濃地区の高校との接続推進 

本学では、これまで学園内の中京高等学校を対象に高大接続研究会を設置して、様々

なテーマでの検討、研究から、成果と信頼関係を積み重ねてきた。今後はこの取り

組みを検証するとともに、東濃地区を中心とする高等学校のニーズに基づいて内容、

品質とも精査した上で展開を図り、地域全体としての研究成果の蓄積と信頼の輪を

広げていく。また、本学の知見を活用し、東濃地域に不足する専門職への進路選択

と専門職養成課程への就学を支え、安心安全な生活環境づくりにもつながる事業と

して、保育クラスや医療健康クラスを東濃地区の高校に展開する。この事業は対象

となる高校の魅力づくりと募集力強化にも寄与することが出来る。  

 



  

⑷東濃地区の就学生、教育職従事者との接続推進 

   全国的な活躍を重ねてきたクラブ指導者と教職員、学生を中心として、東濃地域の

関係競技団体や地域の要請に応えるスポーツ振興の仕組みづくりに取り組む。   

この事業は単発的な競技指導などを計画するものではなく、地域の競技団体への長

期的な競技力向上視点からの技術指導や組織運営の健全化サポート、域学連携によ

るスポーツイベントの誘致や開催なども実施する。これを地域内外への多様なチャ

ネルでの広報活動で知らしめることによって、大学体育を中核とした地域振興を目

指す。また、この活動を足掛かりに小中学生や様々な教育職従事者との多様な接点

を持ち、新たなニーズの掘り起こしや学びと地域貢献の機会検討を積極的に進めて

いく。 

 

４． 生涯教育の拠点となる「学びの場」の創設…  社会人「学びの場」 

⑴ 世代を超えた「知の共通基盤」構築 

「人生 100 年時代」の到来を受けた多様な学びを提供する手法としては、ICT や

AI に支えられた仮想的で空間的な制約を受けない提供方法が頻繁に報じられてい

る。しかしながら、直接、および間接近距離で提供する手法は、学びの場や地域活

性の目的において未だ必要である。本学では資格取得の有無に関わらず、専門的な

学問を学びたい方々、長く充実した人生を歩むことを目的とした多様な学びの機会

を求める方々などのニーズに応えられるプログラムの検討を進める。また、このプ

ログラムの実装、検証を重ね、成熟が進んだ段階では、仮想的な手法での学びの提

供にも展開する。 

 

⑵ 地域と時代の要求に対応した「学び」の提供 

地域産業の活性化や来訪、定住者の増加などの地域課題解決に向けて、専門職業人

の育成を目指す本学として出来ることとやるべきことを実践していく。地域内の人 

材力強化の視点から、専門職養成課程をもとに資格リカレント教育の提供を検討し、

資格に係わる学び直しや、専門性を活かした就業を目指す方々への教育及び受け入

れ企業へのマッチングまでを支援する。また、長期化する就業期間を通して、誰も

が有する社会人基礎力などの強みを発揮し続けるとともに、経験からの学びを積み

重ね成長し続けることや、社会へ定着することを支える思考特性など、就業力に係

わる学び直しについても地域企業や団体とともに展開する。 

 

５． 計画推進を下支えし、安定稼働に導く経営基盤の強化 

⑴ 予算制度と執行管理の見直し 

   これまで採用してきた組織単位で配分、執行される性質別の予算管理は、各部門へ

の予算制度定着と管理業務の効率性に一応の成果を挙げてきた。限りある原資で本

計画の所期の目的を達成するには、目標達成可能かつ効果的な方法論で計画された

事業を優先して採用するための予算査定と、高い精度での執行管理の必要があるこ

とから、事業別の予算管理へ段階的にシフトする。新たな予算制度下では、予算編

成過程での収入に応じた支出枠設定、事業効果を踏まえた予算査定を行い、予算執

行過程では年度ごとの収入実績に応じた予算執行や収入力の強化にも着手する。ま

た、本計画では学部や部門を横断的に進める事業の実施も計画しており、この実施

と管理を適切に進めるためにも事業単位での予算制度は不可欠なものとなる。 

 

⑵ 学生・園児募集の強化 

専門職養成校として地域への貢献を図りつつ、多様性にも配慮した学生募集を行い、

募集定員を継続的に確保するためには、募集方法の刷新は避けられない。学生募集

は、エンロールマネジメント強化の上流工程ともなることから、これまでの募集活

動と入学後、卒業後の情報への分析を進め、短期的には部分修正による見直しを行

う。次段階としてこの取り組みをさらに検証し、本学の求める募集対象を明確化し、

対象に響く効果的な方法論を検討し、実行と検証からフィードフォワードを繰り返

すことで、定員確保と教育による学修成果向上への寄与の両立を実現する。 

 



  

 

⑶ 収入力の強化 

 財務の健全化に向けては、選択と集中による絞り込みや節約徹底による支出の削減

は、短期的に効果を生む反面、教職員の前向きな発想による新たな事業や実施手法

の改善をも妨げ、根本的な財務体質強化を妨げるリスクも抱えることとなる。これ

までの支出の効果性向上を徹底することに加えて、収入の増加にも一層取り組んで

いくこととする。大学では、従前行ってきた様々な事業への再評価を進めることに

加え、高等教育機関のあるべき方向や社会情勢を踏まえた事業を実施することや実

施手法を見直すことで、国及び地方自治体による補助事業に対応した体制に移行す

る。また、地元企業や団体と連携した地域の問題解決、課題研究を継続的に行い、

真に地域に資する事業により、研究、推進の両工程で助成獲得も推進する。 

 

⑷教職員の能力開発と組織体制の見直し 

   地域における高等教育機関へのニーズに積極的かつ継続的に応える大学となるため

には、想定外の速度や規模での社会変化を理解し、これに対応できるダイナミック・

ケイパビリティ（自己変革する組織的能力）が機能する組織である必要がある。 

 これまでの定型業務の正確な遂行を主とした業務から脱却し、自ら組織の課題を見

出し、解決策を検討し、周囲との協働によって実行する力を養い、大学の教育力や

地域貢献力を主体的に向上に導く能力開発を進める。また、本計画による事業の実

施主体となる組織体制についても、ミッションの実現と常に変化する社会からの要

求への最適解を検討し、必要に応じて体制見直しを行うことで変革しつつ目的の達

成を図ることとする。なお、事務運営においては文書の電子化推進による省資源化

と電子決裁の採用などによる事務効率化などにも積極的に取り組み、労働環境の向

上についても積極的に取り組むこととする。 

 

⑷ スカラシップの改善 

   収入力強化へのアプローチを見直すことと並行して支出の抑制にも着手する。特に

支出額の大きなスカラシップの見直しも、学生募集の寄与とのバランスに留意しな

がら進めることとする。具体的には、大学行事における学生スタッフ活動の中心的

な役割を担い運営に寄与する学生や、地域との連携事業に積極的かつ創造的に取り

組み、地域に喜ばれるプロジェクトの主体となる学生など、ミッションにマッチし

た活動に就学期間を通して取り組む学生への奨学金の設置を計画している。また、

本学におけるあらゆるスカラシップは、実情と実績に応じて再評価を行い、効果的

に運用することとする。  



  

（中京学院大学看護学部） 

令和元年度事業計画 

１．３つの方針（DP/CP/AP）を基軸とした教育の定着 

２．学士力向上（学修ベンチマーク導入） 

３．域学連携教育の初年次教育の推進 

４．研究力の向上（外部資金獲得アップとと研究推進） 

５．高大接続（健康医療クラス）の推進と強化 

1． ３つの方針（DP/CP/AP）を基軸とした教育の定着 

看護学部では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ

ョン・ポリシーの 3 つの方針に基づき、教育課程レベル・科目レベル・学生個人

レベルの 3 つの段階で学修成果を可視化し、査定する方法を定めています。その

中で、30 年度は教育課程レベルで看護学部が掲げる DP の学修到達目標が達成さ

れているか、達成されるカリキュラム編成になっているか等について、FD 委員会

が中心となり、アセスメント方法を検討した。 

2． 学士力向上（学修ベンチマーク導入） 

学修ベンチマークを導入し、教育課程レベル、科目レベル、個人レベルで評価

する。 

学部レベルでは、学部が掲げるディプロマ・ポリシーの学修到達目標が達成され

ているか。また、達成されるカリキュラム編成になっているかを下記の方法でア

セスメントし、以下の６項目で評価した。①学修ベンチマークの集計 ②基礎医

学系学力テスト、③単位取得状況(GPA)、④国家試験模擬試験結果の集計、⑤国

家試験合格状況の集計(免許取得率)、⑥進路状況(就職率・進学率)。また、国家試

験模擬試験の成績評価教育内容の強化を行い、看護学ゼミと卒業研究を連動させ、

2 年間で卒業研究の効率的指導を図るように変更した。並びに看護学ゼミ(3 年前

期)を通年に変更し、学生指導の強化を図った。キャリア・進路委員を中心に、特

に統合ゼミおよび模擬試験結果が不良の領域による補充授業を強化した。 

3． 域学連携教育の初年次教育の推進 

 域学連携教育では、本年度から地域貢献科目（選択）をカリキュラムに導入し、

初年次教育からの推進を図った。 

4． 研究力の向上（外部資金獲得アップと研究推進） 

外部資金獲得として、科研費申請を強化し、申請率（62％）が上昇した。令和

元年度 4 月の科研費獲得者は前年と比較し、増加した。次年度以降はさらなる高

い申請率と獲得率を目指す。研究推進の一環として、 

(1)夏季研修の報告書の義務化：昨年同様、教員に保障されている夏季研修期間に

おける研修（研究）内容について、報告書の提出を義務付けた。 

(2)研究報告会の実施：2 月末に教員全員を対象に、令和元年度実施した研究につ

いての報告会を実施した。 

5． 高大接続（健康医療クラス）の推進と強化 

 中京学院大学附属中京高校との医療健康クラスの継続的推進を図った。また、

次年度から中津高校（県立）で「看護学入門」科目を導入し、高校との接続教育

のさらなる強化を図った。今後も学生募集や東濃地区での地域貢献の観点からも

進めていく方針である。 

 

  



  

（中京学院大学経営学部） 

1． 3 つの方針のアセスメントポリシーに基づく評価と改善の実施 

アセスメントポリシーに基づき、３つのポリシーの評価を行った。資格取得や

GPA について改善策を検討し実施することができた。今年度の評価においてアセ

スメントポリシーと３つのポリシーとの間に評価に結び付けることが難しい項目

があり、本年度はその見直しも検討した。 

2． 学部教育の一層の充実を目指した新カリキュラムの検討 

初年次教育、留学生対応、専門教育とキャリア教育との連携強化について検討し、

それぞれ改善を図った。本年度は個々の分野での取り組みを先行させ、新カリキュ

ラムに向けての準備ができたと考える。本年度改正した方向性を新カリキュラムに

おいて学部教育として一貫したカリキュラムを来年度検討する。 

3． 教育力向上のための FD 活動の実施 

ラーニングポートフォリオの研修など計６回の学部 FD 研修を実施し、授業の標

準化に向けて例年以上に取り組んだ。自分の講義形式において講義目的や学生の達

成目標にあった方法で実施しているのかを再確認し、授業設計を見直す機会になっ

た。また前年度から継続している授業の成績評価の標準化に向けては授業評価アン

ケートだけでなく、科目ごとの平均 GPA を教員にフィードバックし、ばらつきの

大きい科目に対しては授業方法の検討や評価方法の改善などを促すことにし、FD

研修会を実施した 

4． 研究活動の向上 

全教員に対して地域と連携した活動を促す「一教員一地域研究」の取り組みが新

法人となる来年度から実施されることを教員に周知し、準備を促した。また研究推

進委員会を中心に科研費申請の研修会等を開催し、科研費獲得に向けて組織的に取

り組むことができた。その結果本学部教員の研究１件が採択された。 

5． UNIVAS の加入に向けたクラブ活動や地域連携活動の管理・運営体制強化 

UNIVAS が発足し、初年度に実施された競技横断のポイント「UNIVAS CUP」

において２２２加盟大学中４６位中部地区６位の成績を収めた。経営学部の強化ク

ラブの８団体すべてが全国大会に出場することができた初めての年度となった。ま

た年度末に募集された「UNIVAS AWARD」において「成績管理・対策に関する優

秀取組賞（団体）」（優秀賞：全国４大学のうちの 1 校）に本校の取り組みが、また

「コーチ・オブ・ザ・イヤー」（優秀賞：全国 5 人のうち 1 人）に軟式野球部監督

髙栁氏が受賞した。在学時のスポーツと学業成績を評価し 4 年次学生を表彰する

「パーソン・オブ・ザ・イヤー、ウーマン・オブ・ザ・イヤー」には軟式野球部の

浦田君、女子空手道部の小泉さんがそれぞれ入賞した。本学の建学の精神「学術と

スポーツの真剣味の殿堂たれ」を実践してきた取り組みが様々な形で評価された。 

その一方で管理・運営体制については貧弱で組織的な取り組みになっていないた

め継続的な意思決定や取り組みになっていない。今後の課題である。 

6． 中京高校及び地元高校との高大連携の強化 

昨年と同様、中京高校及び地元高校との高大連携を引き続き強化した。中京高校

との連携では、プログレスコースでは経営学を学ぶアクティブラーニング型講義、

商業コースでは P 検取得講座を実施した。また中京高校生を対象にした体験授業や

オープンキャンパスを実施した。地元高校との連携では、中津高校を中心とした生

徒に高大連携授業の提供を本年度も実施し、経営学と中国語の講座を開設し実施し

た。参加した約 40 名の生徒は学んだ内容をフィールドワークや地元のお祭りでの

出店など実践を含んだ内容の講義を受講し、大変満足度の高い取組となった。また

本年度もこの講義の受講した学生が本学をセンター試験利用入試で受験し入学ま

で結びついた。 

7． 高等教育無償化に向けた対応を含む中長期的な教員構成の展望に基づく教員構成

の再整備 

本学に勤めていただいた特任教授１名が本年度で定年となる。高等教育無償化へ

の対応として実務家教員として 1 名特任教授として採用することができた。また留

学生の日本語教育、日本人に対する日本語表現を担当する教員を非常勤として採用



  

した。この 1 年の取り組み等を観察し、専任教員としての採用を検討したい。専任

教員の不足し学務の負担が一部の教員に偏っている現状は継続している。全体とし

ての人件費が上がらないよう若手教員を採用していきたいと考えている。 

 

  



  

（中京学院大学短期大学部） 

1． 3 つの方針の再構築（DP/AP/CP） 

3 つの方針が新たに策定され 2 年目。建学の精神を具現化する「真剣味サイ

クル」や育むべき「4 つの力 11 の要素」を学内に周知し、その育成が着実に進

んでいる。全学シラバスを統一して、「4 つの力 11 の要素」を問題発見力、課

題解決力・実践力・コミュニケーション力・地域に貢献する力として整理して

明記した。これによって CP/DP とのつながりが明確になり、有意義な教育課程

が展開された。 

2． 学士力の向上（学習ベンチマーク・アセスメントポリシーに基づいた分析） 

学士力を具体的に表す「4 つの力と 11 の要素」をガイダンスごとに学習ベン

チマークシートを用い、学生の自己評価を実施して意識向上と振り返りを行っ

た。また FD 評価委員会が中心となりアセスメントポリシーが確立された。機

関レベルは学部長、課程レベルは学科長がそれぞれアセスメントシートによっ

て分析、振り返りを行い、課題から改善へとつなげることができた。 

3. コミュニケーション力 3 項目の向上（教職協働の教育方法確立） 

コミュニケーション力の中でも規律性・表現力・傾聴力の 3 項目に重点を置

き、教員と職員が協働して学生指導にあたることを進めてきた。3 項目の中で

も特に「挨拶・時間管理力・傾聴力」を具体的な重要項目に指定し、学生ハン

ドブックに「3 つの習慣 3 つの段階」として表し、教職協働で常に指導にあた

った。 

CUC（コミュニケーション力向上キャンペーン）を学生 FD 中心に計画的に

行い、学生、教職員の意識が向上した。 

4． 教就業力向上を目指した実習指導強化（実習報告会の充実） 

保育科・健康栄養学科共に 9 月末に 1.2 年合同の実習報告会が開催されるよ

うになり 2 年目を迎えた。下級生は上級生の報告を聞いて学び、2 年次実習へ

の具体的な目標を持ち、上級生はプレゼンテーションを通じて表現力の伸長や

実習課題を明確にすることができた。また実習施設、就職先企業等の外部関係

者から客観的な評価を頂き、課題が明確化され有意義な報告会となった。 

5． 高大連携教育研究会活動実施（アクティブラーニング推進） 

高大接続教育研究会主催の研修会（アクティブラーニング実践を中心とした

年間 6 回）を、中京高校の 24 名の教員対象に行った。講師は全て各学部の大

学教員が担当制で行い、教えることによる学びと共に、高校の教育現場の現状

を様々な観点から把握することができた。今後円滑な高大接続教育の参考とし

たい。 

6． 教育力向上の為の FD 活動強化 

9 月・10 月ＦＤ研修会を企画した。9 月は「学生の意欲と主体性を引き出す

授業のあり方」をテーマに、ブレインストーミング、KJ 法の展開を中心に学生

と教職員の様々な情報交換が行われた。これによって学生の声を聞き、改善に

つなげることができた。10 月はグループワークの評価方法をテーマに、ルーブ

リックを活用して、グループワークを評価した。様々な評価の課題が出され、

この意見を参考にルーブリックが改善された。 

7． 地域連携行事の確立、地域社会との協働（発表会の定着） 

保育科、健康栄養学科がそれぞれの特色を生かした短大発表会に改めて、3

年目となった。保育科は文化センターのステージを中心にした発表やワークシ

ョップを行い、地域参加者は昨年度同様、約 250 名であった。健康栄養学科は

学内でゼミの研究テーマに沿ったプレゼンテーション、ランチョンセミナー、

ポスターセッションを行い、手作り料理で招待客をもてなした。参加者は 84

名で過去最高であった。 

8． 共同研究の推進及び教員の研究力向上 

本年度は 3 月のみ研究紀要の発行であった。共同研究の推進については、有

意義な取り組みがなされなかった。来年度からは「1 教員 1 地域研究」が推奨

されることが決まった。個人、共同に関わらず地域にテーマを絞って研究活動



  

を推進したい。 

9． 高大接続の強化（医療健康クラスの確立） 

高大連携、医療健康クラスが令和 2 年度 4 月から開始されることが決定して

いる中、クラス希望者のガイダンスや動機付けの機会として、夏祭りへのボラ

ンティア参加や発表会の見学等を実施した。これによって希望者の疑問点や不

安を解消するとともにクラスへの興味関心を深めることができた。 

10． 定員確保に向けた広報活動（教職協働）の見直し 

教職協働の広報活動は職員の教育内容に対する理解、教員の募集活動に対す

る理解等の乖離があり、多くの課題を残した。入学定員確保のためにオープン

キャンパス等における丁寧な対応、また学科会が主となり、参加者が学びの魅

力を感じる実習、講義等を実施してきた。健康栄養学科のオープンキャンパス

参加者は 20％以上増加して一定の成果を上げたが保育科は減少の一途をたど

り、定員確保に対しては、健康栄養学科は達成、保育科は未達成である。 

 

 

  



  

（中京幼稚園） 

1． 預かり保育の見直しと年間計画の作成。 

自園の預かり保育は少人数で、利用者も年間を通してほぼ変わらず担当者も固

定で取り組んでいる。 

元々、預かり保育は、自宅にてゆっくりくつろいでいる時間帯であることから、

子ども達が安心して過ごせる環境を保障してきた。また、季節の作り物を作った

り、子ども達の考えや思いを尊重した過ごし方で、アットホームな雰囲気を大切

に運営しており、マンネリ化することもない。 

10 月から保育料の無償化が始まり、利用者の増加が予想されたが、全く変動な

く、これまでの預かり保育を継続するにとどめた。 

2． 生活発表会の見直しと改善。 

日々の生活と遊びの流れから自然と入っていける行事にしたことで、日常的に

安定した保育が展開でき、子ども達が安心して臨める発表会になった。 

また、会場を文化センターから園内の遊戯室に変えたことで、子ども達の不安

や負担を軽減することにもつながり、伸び伸びと、活き活きとした表情が印象的

な発表会になった。 

保護者には、こうした改善について 1 年前から説明を行っていたことから、大

きな混乱はなかったものの、他学年の発表が見られないことが残念である、とか

複数のお子さんがいる方は二日も休まなくてはならない、などの声が上がってお

り、今後の課題としたい。 

3． 長期休暇中の職務内容の見直しと改善。 

それぞれの役割を明確にして、期限を決めて取り組んだことから２学期、３学

期の準備がスムーズにできた。また、じっくり話し合える職員会議の時間も確保

できた。 

4． 大学附属を活かした研修体制の確立。 

今年度から、栗岡先生には“幼児教育アドヴァイザー”という立場でご指導を

仰ぐことになり、より充実した園内研修を実施することができた。特に今年度は

年間を通して「直接体験」をテーマにして取り組んだことで、自由遊びの中で子

ども達がどのような学びを得ているのか、また、こちらが求める学びを得られる

ようにするために、どのような環境設定、構成が必要なのか等々について職員間

の共通認識を図れ、子どもの姿をより具体的に捉えることができるようになった

と感ずる。１月に自園にて、東濃地区の新規採用教員研修会が開催された際に保

育参観もして頂いたところ、他園の先生方の評価が思いのほか高く、これ迄の研

修の成果の現れを実感する機会にもなった。 

さらに、今年度から日常的に信太先生も頻繁に園の方に出向いて下さり、気に

なる園児の様子を見て担任との情報交換や、関わり方の手立てについてアドバイ

スして頂けるようになり、それに伴って、信太先生からのご提案で、園内研修と

して全５回のティーチャートレーニング（４・５歳児担任）を受講させて頂くこ

ともできた。こうした大学の先生方から直接ご指導いただける園内研修は附属の

幼稚園ならではの特権であり、研修テーマによっては保育科以外の先生方にも、

協力のお願いをするなど、より充実した研修体制を整えていきたい。 

5． 食育を踏まえた野菜作りの継続。 

大学の健康栄養学科の先生、学生さんや JA さんの協力により野菜の苗植え、

栽培、収穫、調理、を体験させてもらった。秋から冬にかけた短大給食では、自

園の畑で収穫できた野菜を使ったメニューとなっており、子ども達にとって貴重

な食育の機会となった。 

6． オープン幼稚園の見直しと改善。 

これまでの「オープン幼稚園」を「スマイルルーム」という名称に変え、担当

者もベテランの保育者２名を固定して、保護者が安心して参加できるイベントに

した。また、子どもだけに寄り添うのではなく、保護者にとってのホットスペー

スになるよう配慮した。その結果少しづつ参加者が増えてきた今後は園外活動も

増やし、通いやすいきっかけを作ったり、刺激のある活動を取り入れていきたい



  

と思う。 

7． 子育て支援の充実を図る。 

毎月１回「おひさまサロン」を開催することで、母親同士の繋がりが増えた。

また、園内行事に保護者の参加を呼び掛け、参加してもらうことで、職員との距

離感を縮め、コミュニケーションを取りやすい関係性の構築に努めた。 

自園が目指している“子育て支援”は『保護者も一緒に園生活を楽しんでもらう

こと』であることから、今年度初の試みとして、クリスマス会に母親の有志を募

り、ハンドベルの演奏を披露してもらった。その結果子ども達も喜び、母親達も

感動してすぐに次年度も実施させて欲しいとの声が上がり、次に繋がる実践とな

った。 

また一方、子育て支援の相談体制については、担任、主任、時には園長が窓口

になって保護者からの相談を受けることがある。その場合には内容によって栗岡

先生や信太先生を紹介させてもらって、相談につなげることができ、保護者の安

心と信頼を得ることができたと感じる。 

8． 幼小接続について（就学支援体制）の確立を図る。 

●園児 

瑞浪小学校とは、１学期末に１年生とプール交流、２学期に自然物遊びの交流、

土岐小学校さんとは、２学期にお弁当持参で学校訪問をさせていただき、１年生

クラスの授業参観、校内見学、教頭先生から、小学校入学までにできるようにな

っているといいこと、についてお話して頂いた。 

●職員 

５月末から６月初旬に瑞浪、土岐両市内の小学校を訪問し子どもの様子につい

て情報交換した。また小学校からも、教頭先生や教務主任、支援の先生が在園中

の子どもの様子を見に来たり、夏季休暇中に１年生の担任の先生が情報交換に来

園されるなど、スムーズな接続に向けて職員間の連携も進めることができた。 

●保護者 

４月の PTA 総会の場において、市の教育委員会で作成した、特別支援教育に関

するプリントを配布し、自園での相談体制や取り組みについて説明をした。 

２学期末の参観日に、土岐小学校の校長先生から「小学校入学に向けて」とい

うテーマで講演をして頂いた。 

●指導要録 

栗岡先生からの提案で指導要録の全面的改善を図った。この件について土岐小

学校の清水校長先生に相談したところ、賛同を頂き、市内の校長会、教育委員会

への照会をして下さるなど、進展した。 

さらに、土岐市の教育委員会にも栗岡先生が相談に赴かれ、今後中京幼稚園の

指導要録が改善されたものになることを伝えて頂いた。 

9． 地域の財産を活かした活動（竜吟の森活動）の充実を図る。 

年度始めにふれあい館を訪ね、館長さん初めスタッフの皆さんと昨年度の振り

返りをしつつ、今年度の活動計画を立てさせて頂いた。竜吟の森では、園内では

体験できない自然遊びや、五感を使った体験をさせていただくことができ、子ど

も達にとって貴重な学びの場となっており、自園ならではの活動として定着しつ

つある。特に今年度は、同行して様々な支援をして下さるスタッフの方を中京幼

稚園年長担当、年中担当、という風に固定して下さり、一層連携しやすい環境を

作っていただき充実した活動が展開できた。 

ふれあい館の協力なしでは、成立しにくい活動ではあるが、ふれあい館側から

は中京幼稚園の活動によって集客数増員が可能となり、助かっているとのお話を

伺え、双方にとって意義のある活動として、さらに連携を深め、内容の充実を検

討していきたい。 

10． 地域行事への参加（瑞浪七夕まつりでのバサラ参加）。 

昨年に引き続き、中京高校の保育コース２年生と年長児が連携して８月１０日

のたなばた祭りに参加することができた。瑞浪市民あげて盛り上げているお祭り

であり、地域貢献の一つと捉え、今後も継続させていきたい。 



  

３．財務の概要 

 
学校法人中京学院としての財務活動はないため割愛。（0 決算） 

 

 

 


